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いて述べられている。各部会で報告されたこ

とについて今後大学・団体等のご意見を聞き

ながら詰められていくので，宜しくお願いし

たい。そのほか大学入試に関する専門委員会

では，入試制度の在り方について中・長期的

観点から幅広い審議をしており，平成５年９

月に「大学入試改善に関する審議のまとめ」

を報告したところである。

次にわが国の医学医療は，国民の期待の高

まる中で大きな変革期を迎えており，このた

び「２１世紀の医学医療に関する懇談会」を設

置し，大学における医学，医療，教育，研究

の在り方や大学附属病院の問題，リカレント

教育などの必要な諸方策について審議する予

定である。

○昨今の経済不況により今春の大学卒業者の

就職率は前年より3.4％低下し67.1％となり，

とくに女子学生の就職状況が厳しい。１０月１

日現在で就職の内定していない学生数は，約

234,000人で，そのうち女子が169,000人と見

込まれている。文部省として，１１月に第２回

就職ガイダンスを開催し，また全国就職問題

協議会，就職問題懇談会等を開催し，情報を

交換し，対応を協議し学生の就職支援につい

て要請している。各大学でも学生の就職につ

いて，情報交換，就職先の開拓，学生の就職

先選択指導，過年度卒業生の就職などについ

てご努力をお願いしたい。

（２）近藤大学課長

○平成８年度予算編成について，新聞に平成

９年度からの授業料36,000円増額の話しが出

ているが，公式の連絡はまだ受けていない。

第３次補正予算の動きもあるようだが，補正

予算は執行する時間的余裕が少ないので，い

つでも対応できるよう準備願いたい。とくに

第３次補正予算は施設整備のほか新たな産業

の創出につながるような課題の予算もあるの

でそれも考慮されたい。

○予算の執行について，学長裁量経費を示達

したが,有効に活用されるようお願いしたい。

大学院高度化推進経費，大学改革推進経費に

ついても10月にお知らせしたが，これらの経

費を要求していない部局もあり，大学改革へ

の取組象に温度差のあることを感じている。

大学改革については特色ある改革を考えると

ともに，単に組織だけの改革でなく教育研究

のソフト面の改革に力点をおいて考えていた

だきたい。

○平成９年度から，新しい高等学校学習指導

要領に基づいて多様な教育を受けた者が大学

に入学してくるので，それを踏まえた大学教

育の在り方についても積極的に取組んでいた

だきたい。

○大学の自己点検についても，点検作業に止

まらず外部評価を含め，評価に踏み込んだ特

色ある報告書を作成願いたい。

○大学院問題を検討する際には，研究科等の

組織だけでなく，学位授与の円滑化，社会人

受入れのためのカリキュラム改革，研究指導

体制の見直し，他研究機関との連携などソフ

ト面も検討していただきたい。

○児童数の減少により教員養成の規模を見直

すことは重要な課題であるが，一方いじめな

ど学校現場で問題が多発しており，教員養成

の質を高めることが求められている。どのよ

うな教員が求められているか知るため大学教

官が教育委員会とも意思疎通を図るようお願

いしたい。附属学校についても一部ではある

が受験予備校化してその設置目的と違うとの

批判もあり，附属学校の管理運営と在り方に
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ついて良い対応をお願いしたい。

○国立大学の臨時増募の学生定員の解消につ

いては,平成７年度で20大学640人，８年度で

820人の減少を概算要求しており,平成12年度

までに完了することになっているのでご協力

をお願いしたい。

○行財政改革，地方分権推進の国政上の課題

にから承，国立大学の地方移管，民営化の話

しも依然として取り沙汰されており，文部省

でも国立大学の使命について説明している

が，国立大学でも教育研究の実績を含め地域

の中で評価される大学づくりにご努力願いた

い。

○初中等教育で新しい学力観による授業改革

を進めても大学入試が変わらないと何も変わ

らないとの議論が多い。大学入試に関し，新

しい学力観（自習意欲，思考力，判断力，表

現力の育成等）の教育を評価する入試問題に

ついて議論され，評価の多元化，複数化を進

め，入学者選抜の多様化を進めていただきた

い。また入学後の学生の成績追跡調査も入試

改善のため大事であると思う。平成８年度か

ら制度化した専門高校の入試選抜についても

ご検討をお願いしたい。平成９年度から入試

が分離分割方式に一本化されるが，前期と後

期の比率７：３について，この比率が極端な

大学もあり，良い対応をお願いしたい。

○国立大学の役割，科学技術振興について関

係省庁の理解も徐右に深まりつつあるが，来

春には第９次定員削減が示されると思う。文

部省として定員削減の比率減少に努力する

が，各大学も連携し支援材料を提供していた

だきたい。

（３）松元教職員課長

○教員養成は開放システムで行われ，９８国立

大学中79大学が教員養成の課程認定を受けて

いるが，課程認定の手続きについては，事前

に教職員課にご相談願いたい。教員養成で大

きな問題は教員採用数の減少で，公立小中学

校で,10年前には38,000人の採用があったが，

平成６年度には２万人に減少し，教員養成学

部出身者16,000人のうち，５３％が就職した状

況である。これは児童数の減少に伴って生じ

たもので，児童数は昭和57年をピークに平成

１５年に底を打つと思われ，教員採用数も平成

１７年に現在のレベルに戻ると思われる。教員

養成系大学出身者の採用数が一般大学出身者

と同様に減少していることについて教員養成

系大学・学部の存在意義が問われている。

○昭和63年に教員免許制度を改正し，教員の

専門性向上を目指し大学院レベルの専修免許

状を導入し，実践的指導力の育成をはかるた

め教育相談や生徒指導科目の単位数を増加し

たが，その後もいじめ，登校拒否など問題が

多く，なお一層の教育内容の改善が必要であ

る。現在教員養成大学に大学院博士課程を設

置する動きがあるが，そこで実践的指導力の

育成につながる研究者が養成されていくこと

が期待されている。

○短期大学卒の教職就職者数が躍進している

面もあり，大学でも教職の就職につながる教

員養成教育が大事で，養成した学生が就職し

て力を発揮できることが必要である。また学

部の改編などを機会として，実践的指導力育

成についての工夫をされるようお願いした

い｡

○教員養成の改善充実については，中央教育

審議会等で種々指摘されているが，文部省と

しても「現免許制度のもとで，いかに教員養

成の在り方，カリキュラム改善をするか」に
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のための特別入試，昼夜開講制，社会人の要

望に沿った大学院の開設，科目等履修生など

の創設がみられる状況になってきている。文

部省としてリカレント教育推進事業も行って

おり,大学の公開講座等61,000以上の講座が

開設され，約55,000人が受講しているので引

き続きご努力をお願いしたい｡なお来年度は，

通信衛星を利用して大学の公開講座を公民館

等に配信する実験的な予算や男女共同参画社

会実現に関してのセミナー開催の予算を要求

しているのでよろしくお願いしたい。

また生涯学習センターの設置及びその他の

既存施設の社会への開放，大学以外の場所で

の学習成果の認定の在り方等もご検討のうえ

ご努力をお願いしたい。

○放送大学は現在多様な年齢層の６万人以上

が在学し，毎年２千人以上が卒業している。

現在は電波を受信して受講できるのが，関東

地域の一部に限られているが，平成11年度以

降には放送衛星を利用して日本全国で放送大

学の授業番組が受信できるようにしたい。同

時に全国に地域学習センターが設置できるよ

うに努力したいと考えているのでご協力をお

願いしたい｡なお放送大学は300以上の授業科

目を用意しており関東地域以外でもビデオテ

ープによる教材利用は可能なのでご活用願い

たい。

○現在，第３期生涯学習審議会には「地域の

諸施設における生涯学習機能の充実方策」及

び「学習成果の活用方策」について審議をお

願いし，その中で「大学における社会人の受

入れ促進」及び「大学の社会への貢献」等の

課題が審議されているので，その動向につい

ても留意され協力されるようお願いしたい。

`F１ついて東京学芸大学に調査研究を依頼した。

今年度内に中間的なまとめが出ると思う。ま

た教員養成大学については，一定数の現職教

員を受け入れるということで，大学院修士課

程の整備が行われているが，定員が充足され

ていないところもあり，教育内容が現場教育

と関連性が少ないとの指摘もあるので，これ

らの点について改善をお願いしたい。また短

期大学卒業のII種免許所有者がＩ種免許を取

得するための認定講習の開設について各大学

のご協力をお願いしたい。

（４）北村生涯学習振興課長

○生涯学習について，高度な内容の学習需要

が高まっており，大学の対応が重要になって

いる。各大学が大学改革の中で生涯学習の機

能強化について取り組んでいただきたい。１０

年前に臨時教育審議会で生涯学習体系への移

行の大方針が出され，その後生涯学習局の設

置，生涯学習振興法の制定，生涯学習審議会

の設置などが行われ，文部省はすべての市民

に，学校内外を問わず，様上な学習機会を提

供する施策を行ってきている。

また大学審議会の「社会に開かれた大学づ

くりを目指した改善」の提言を受けて各大学

で様々な生涯学習への取り組糸が行われてい

る。大学が若者だけの大学でなく意欲と能力

があれば誰でも学べるようになることが生涯

学習社会を構築するうえで重要な課題であ

る。生涯学習社会は，入念が自由に学習機会

を選択して学び，学んだ成果が適切に評価さ

れる社会であり，その背景には学歴偏重社会

の是正，心の豊かさを求めての学習意欲への

対応，新しい知識・技術の習得需要への対応

などがあり，多様な内容の学習機会が提供さ

れなければならない。すでに各大学で社会人
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議から最終報告が出され，専門高校３年間の

教育は，卒業後の教育を視野に入れて，将来

のスペシャリストとなるための基礎基本の修

得に重点を置く必要があることが示されてい

る。そして従来の職業高校の名称を専門高校

と改め，専門高校卒業生を対象とした特別の

入試選抜を導入し，進学するための方策を充

実することが示されており，この提言に基づ

き本年度から専門高校を卒業し大学に入学し

た者に対する補習教育の予算も認められてい

る。また平成８年度大学入学者選抜実施要綱

では，専門高校卒業生のための選抜の制度も

新設されており，今後各大学のご協力をお願

いしたい。

（６）早田研究機関課長

平成８年度概算要求については，既存の研究

組織，事業の見直しとともに新しい学術研究の

展開にむけて次のような事項について要求を纏

めた。

○科学研究費補助金について，初めて１千億

円を超えた要求となり，「萌芽的研究促進｣の

区分を創設するとともに基盤的拡充（一般研

究）について重点的に増額を図っている。科

学研究費は補正予算を含めて考えると平成７

年度に１千億円を超えている。

○平成８年度の科学技術関係予算は，政府全

体で２兆6,855億円で前年度比7.4％増加し文

部省関係は約45％を占め，１兆2,298億円とな

っている。

○科学研究費のほか，研究費の拡充，若手研

究者の育成確保（ポスドク等１万人支援計画

の推進)，学術研究体制の整備(国際交流，情

報発信，ＣＯＥ機能の強化，共同研究体制整

備）を図っており，研究所等でも自己評価，

外部評価等と新しい学術の動向を踏まえ組織

（５）伊勢呂高等学校課長

○高等学校教育の改革が進められており，平

成６年度から学習指導要領の改訂に伴い授業

科目の多様化，選択必修制の大幅な導入など

の措置が講じられている。これらの授業を受

けた生徒が平成９年度に各大学を受験するこ

とになるので，各大学では，高等学校教育の

新しい学力観等の考え方，状況について十分

理解され，大学入試，教員養成などの面を含

めご配慮をお願いしたい。とくに入学者選抜

については初中等教育のこれからの教育の在

り方を考え，知識，技能の量に偏る享なく，

学習意欲，思考力，判断力，表現力などが適

切に評価されるような選抜方法について工夫

されるようお願いしたい。またそれらの者が

入学することになるので，高等学校の科目履

修の状況などを踏まえた授業の開設をお願い

したい。

○高等学校への進学率は96.7％に達し，多様

な生徒が入学しているが生徒の個性を最大限

に伸ばす観点から，各都道府県では選択の幅

の広い教育課程の編成が進められており，総

合学科，単位制高校など新しい型の高校設置

についても積極的な取組みが行われている。

総合学科は，普通科，専門学科に次いで平成

６年度に発足し，７年度現在で23校が設置さ

れている。総合学科は普通科目と専門科目の

数多い科目の中から，生徒が自分の能力に基

づき主体的に科目を選択履修することがで

き，将来の職業選択を視野に入れた自覚を深

めさせる学習を重視している。総合学科の卒

業生が平成９年度に初めて大学を受験するこ

とになるので，総合学科卒業生の入学者選抜

について各大学のご配慮をお願いしたい。

○職業教育の活性化方策に関する調査研究会

③
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創出につながる研究分野の国際的な共同研究

を推進する基金の設置を図り，知的資産形成

推進事業(仮称）（研究課題数100件，予算100

億円）及び国際学術研究推進基金（予算10億

円）を要求している。

○留学生交流推進体制の充実については，と

くに大学間交流協定に基づき母国の大学に在

籍したまま，１年間以内の短期間，アジア・

太平洋地域からわが国に留学し，及びわが国

からそれらの地域に留学する学部・大学院生

を支援するための短期留学制度の推進につい

て図り，留学生受入れ人数の拡大(合計1,800

人）と派遣人数の拡大（合計450人）及び対象

地域の拡大（世界各国）を要求している。

○国際交流・協力の推進については，国際共

同研究事業として平成８年度から新たにアジ

アモンスーンエネルギー水循環観測研究計画

及び欧州原子研究機関の推進する大型陽子・

陽子衝突国際共同実験に参加を図るほか，国

際研究集会研究員派遣，国際シンポジウム開

催，若手外国人研究者短期研究プログラム等

について拡充を図っている。

○平成７年度の補正予算については，学術国

際局関係では，第１次補正予算で約1,000億

円がつけられ，第２次補正予算は文部省全体

で2,581億円がつけられた｡そのうち学術関係

は549億円を占め,科学研究費の充実,未来開

発型研究の推進，学術情報ネットワークの構

築，火山観測の強化などが行われている。

以上学術関係予算については，与党３党合意

で科学技術創造立国をめざすことが謡われ，財

政制度審議会でも主要な検討項目として取り上

げられる状況にあり,重要な課題になっている。

その流れの中で１１月に科学技術基本法も成立し

ており，日本学術会議からは,「高度研究体制の

改革について取り組んで貰いたい。

○研究支援体制等の整備については，大学等

で行う各種研究プロジェクト等に博士課程修

了者を非常勤研究員に，大学院後期課程在学

者をリサーチアシスタントに，また退職した

技官等をリサーチアシスタント・シニアとし

て雇用し，研究の進展を図るとともに若手研

究者の育成・確保及び研究支援体制の充実を

図っている。

○学術情報基盤の整備充実として，学術ネッ

トワークの高度化，高速化，国際化，大学図

書館機能の強化，大型計算機センター，ユニ

バーシティ・ミュージアムの整備などを図っ

ている。

○学術審議会の建議を踏まえ，創造性豊かな

世界の最先端の学術研究を推進する卓越した

研究拠点（ＣＯＥ）の形成を図るため，ＣＯＥ

としての特色を有している機関や当該機関の

性格上ＣＯＥとなることが要請されている機

関について,研究の一層の高度化を図るため，

中核的研究機関支援プログラム（50機関分）

の経費等が要求されている。

○日本学術振興会の事業の充実・強化につい

て，科学技術創造立国をめざす与党３党合意

において「ポスドク等1万人支援計画」が提

唱されており,現在文部省関係で約3,000人い

る特別研究員を５年間で8,000人(うち非常勤

研究員1,000人）に拡充できるよう図ってい

る。

○新たな産業の創出や地球規模問題の解決な

どを目的とするための学術研究の振興のた

め，日本学術振興会への出資制度を新たに設

け，将来に向けての知的資産の形成・蓄積が

期待される研究プロジェクトを推進する事業

の開始とベンチャービジネス等新たな産業の

侭！
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だき，学術振興施策に関する説明会を開催し，

これら施設の課題も含め意見交換をしたいと考

早期確立について」の要望が出されている。文

部省としてはこれらを踏まえ，関連施策の推進

に努めたい。

なお，通常ご意見を聞く機会の少ない大学附

属の研究センターなどの関係者にお集まりいた

f，、

えているのでよろしくお願いしたい。

以上をもって本日の議事を終了した。
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〆ﾐﾔ

第１常置委員会

日時

場所

出席者

平成７年10月24日（火）１４：００～１６：ＯＯ

国立大学協会会議室

金森委員長

坪井，津布楽，野村，内田，贋田，武村，慶伊，加茂，武田，立川，横山，

早坂各委員

田中，天野，雨宮，岡村各専門委員

門｢２１世紀に向けての研究者の養成・確保につい

て」（中間まとめ)について，会長から国大協と

しての意見案を作るように依頼されたので，委

員長の責任で作成した旨の報告があった。

金森委員長主宰のもとに開会。

議事に先立ち委員長より，新たに委員になら

れた立川涼高知大学長の紹介があったのち，

議事に入った。

〔議事〕

ﾉ?燕9k

4．国立大学協会の組織運営の見直し（案）に

ついて1．専門委員の交代について

委員長より，次のような説明があった。

前回の総会で国大協の組織運営の見直しをす

ることが了承されたことにより，具体案が常務

理事会において審議され，この程原案が纏り理

事会に諮られることになったので，会長からそ

れ以前に，各委員会の原案に対する意見を把握

したい旨依頼があった。この骨子は，現在６あ

る常置委員会を７つの常置委員会に改め，特別

委員会は常置委員会の改組に伴い原則として解

散する。これに伴い常置委員会の坦当事項が変

更される。

以上について，本委員会の坦当事項，ＷＧの

設置時期,委員構成等につき意見交換があった。

ついで委員長より次のように述べられ，了承

された。

常置委員会の改組および特別委員会の取扱い

については，原案に賛成する。ただ，早急に審

議する課題として本委員会に割り当てられた事

項については，理事会，総会において再考を求

めることにする。つまり，「臨時定員問題｣につ

いては，本委員会での検討ないしは意見を表明

委員長より，専門委員佐藤國雄（東京大学事

務局長）の転出に伴う後任の専門委員として雨

宮忠東京大学事務局長並びに専門委員田原昭

之（大阪大学事務局長）の転出に伴う後任の専

門委員に岡林隆大阪大学事務局長を委嘱した

い旨諮られ，異議なく承認された。

ついで出席の両専門委員の紹介があった。

銅

侭､Ｉ
2．教員委員の推薦について

委員長より，教員委員の11月任期満了による

委員選出が諮られ，協議の結果，次の方を推薦

することが了承された。

古賀達蔵筑波大学副学長

町田篤彦埼玉大学工学部教授

田中成明京都大学法学部教授

〆1顕Ｎｂ

周

3．前回以後の第１常置委員会に関わる事項に

ついての報告

委員長より,｢大学審議会組織運営部会におけ

る審議の概要（その２）一大学運営円滑化のた

めの具体的方策について－」および学術審議会

侭，
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することの意義が不明確である。「教員養成大

学」「医学教育｣とも各特別委員会で継続審議し

ている課題であるならば，特別委員会として存

続すべきであり，本委員会としては，早急に対

応する体制が整っていないことを提起したい。

③任期の期間

（２）任期制の導入方法等

①任期制を導入する単位，導入の方法

②導入を決定する機関

（３）任期制における評価・審査システム

①再任の可否の審査

②審査基準

（４）任期制の導入に伴う措置

以上逐條的に意見を述べることにしている

が，原則的には任期制導入の道を開くことは評

価する。しかし，内容的には教授等に任期を導

入することが適切かどうか，問題を指摘してお

くことにした。このようなスタンスで意見を述

べることにしているが，この基本的態度等につ

いて，ご了承が得られれば，各事項毎にご説明

し，ご意見をうかがうことにしたい。

以上了承ののち,各項目について説明があり，

それに対し活発な意見交換が行われ，指摘のあ

った原案の数ケ所に加筆ないしは修正を加える

ことで，作成について委員長に一任することが

了承された。

lrT、

5．国立大学の運営について（任期制，臨時増

募に関わる定員等）
早早｝

委員長より，概ね次のように述べられた。

大学審議会組織運営部会から大学教員の任期

制について，審議の概要が発表され，これにつ

いては11月20日までに国立大学協会としての意

見をださなければならないので，会長から本委

員会で議論をして，できれば国立大学としての

意見案として纏めてほしい旨依頼があった。

本日はこの問題について協議していただく

が，議題に含まれている臨時増募に関する定員

については，検討する時間があれば協議するこ

とにし，取り敢えず大学教員の任期制について

議論していただく。先ず別紙国大協意見（案）

を基に説明し,ご意見をうかがうことにしたい。

（以下の事項説明）

1．任期制導入の意義

（１）人事の流動化による教育研究の活性化

（２）多様な経験を通じた若手教育・研究者の

育成

2．基本的方向

3．任期制の具体的な在り方

（１）任期制の運用

①任期制の対象教員

②再任の取扱い

J1無口､

fPT

綱
6．今後のわが国の研究援助システムについて

委員長から次のように述べられ,了承された。

最近種念の費目によって大学の研究活性化が

図られているが，国大協としてもその全般を把

握し，システム全体についての意見をまとめる

必要がある。時間不足もあり，今後の検討事項

としたい。

以上をもって本日の議事を終了した。
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第２常置委員会
鐙

日時

場所

出席者

平成７年10月27日（金）１３：３０～１５：３５

東京ガーデンパレス「羽衣の間」

加藤委員長

山田，阿部，江崎，橋本，丸山(工)(代理：河西学生部長)，太田，吉田，丸

山(和)，北川，松浦，山口，高木各委員

小嶋，荒井各専門委員

（入試改善特別委員会）松井臨時委員

（文部省）近藤大学課長，大槻大学入試室長，錦戸企画係長

（大学入試センター）高橋所長，平川副所長，石井事業部長

翁

協会入試制度研究特別委員会が実施した「平成

９年度以降の大学入学者選抜に関するアンケー

ト調査」の結果について，特に大学入試センタ

ー試験の教科科目の利活用，及び実施期日，大

学の個別学力検査の教科科目，前期・後期の募

集人員の比率，推薦入学等について説明があっ

た。

（２）大学入試センターからの報告

１）平成８年度大学入試センター試験の出願

状況等について

高橋所長から次のように報告があった。

平成８年度大学入試センター試験の願書受付

を去る10月24日に締め切ったが，その志願者数

は約574,000人である｡これは昨年より約16,600

人上回り過去最高となった。このため，試験地

区によっては，受験者が予めお願いした数を越

えるところが出るので，それらの地区の大学に

は試験室の増設を煩わせることになるが，当該

大学にはよろしくご配慮をお願いしたい｡なお，

確定志願者数は12月に公表する予定である。

２）平成９年度以降の大学入試センター試験

について

高橋所長から概ね次のように報告説明があっ

た。

入試センターでは，平成９年度以降の入試セ

ンター試験の追試験及び得点調整の廃止並びに

加藤委員長主宰のもとに開会。

〔議事〕 侭懸、,

1．報告事項

（１）全国高等学校長協会との懇談について

委員長から次のように報告があった。

去る９月29日（金）に全国高校長協会と国立

大学協会との本年度第１回の懇談会を開催し，

本協会側から第２常置委員会の加藤委員長，山

極，荒井各専門委員，入試改善特別委員会の市

川，天野(郁)，天野(正)各委員が出席した。今

回は主に，高校側から新教育課程実施に伴う高

校の教育改革と大学入試に関する高校の実態や

高校教員へのアンケート調査結果の報告を受

け，それにもとづき意見交換した。高校側から

は，主として，

○月２回の週５日制になって，いわゆる進学

校ほど授業科目の編成に苦労していて，今後

これが完全週休２日制になった場合，一層対

応が難しくなる。

○新学習指導要領の新しい学力観（多くの知

識を一方的に教え込むのではなく，自ら学ぶ

意欲や思考力，判断力，表現力などを学力の

基本とする）が教員にまだ十分浸透していな

い。

といった実状の報告のほか，全国普通科高校長

肉

ｨG、

庇1鰄､Ⅱ

f魚?】

侭ウ
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Ｆ１
枝間配点の公表について，これまで国立大学協

会，公立大学協会，高等学校長協会等関係団体

のご意見を伺い，基本的にご了承をいただいた

うえで，去る５月31日にこれを報道機関を通じ

て公表し，さらに広く意見を求めた。その結果，

得点調整の廃止と枝間配点の公表については，

特に意見がなかったので，予定どおり平成９年

度から行うこととしたい。しかし，追試験の廃

止については，高校教員を対象に開催した説明

協議会において，国公立大学への受験機会を失

わせることになるので反対という意見や，止む

を得ず廃止した場合には何らかの救済措置を講

じるようにしてほしいとの要望があり，また，

高校長協会との会合，大学審議会の大学入試に

関する専門委員会でも，同様に廃止した場合の

救済措置について意見が出された。一方，入試

センター試験については，以前から社会の一部

に批判的意見があったが，今回の廃止の提案に

対し，追試験を廃止しなければ高校教育の多様

化に対応した作題が困難ということは，入試セ

ンター試験が高校，大学の教育の多様化に適応

できない制度なのではないか，との批判，また，

入試センター試験のあり方とともに，入試セン

ターの改廃を含めて入試のあり方全般について

検討し直すべきである，という意見も起こって

きた。そこで，追試験については，当面続ける

こととし，廃止の提案は撤回することとしたの

で，了解賜りたくお願い申し上げる。

以上の報告説明について，

○追試験の廃止を含めて，入試センターの提

案を止むを得ないこととして了承せざるを得

ないとの結論に達した段階での突然の提案の

撤回は理解しにくい。

○廃止の理由の一つとされた，教科科目増に

よる「良間確保の困難」は依然として残る問

題だが，今後これにどう対応するのか。

○これまでは厳しく排除してきた試験問題の

重複をある程度緩和することも必要になるも

のと考えざるを得ない。

○追試験の問題は，あくまで試験の公平性や

問題作成の観点から，これがどうあるべきか

を議論すべきである。

などの質疑応答があったのち，委員長から次の

ように述べられ，了承された。

ただいまの入試センターからの説明は分かり

にくい点があるが，いずれにしても提案者が自

ら追試験の廃止の提案を撤回されるということ

であるので，この件は，委員会として報告を承

ったということにしたい。

３）大学入試センター試験及び個別学力検査

の個人別成績開示請求について

石井事業部長から次のように説明があった。

横浜市立大学の学生から，大学入試センター

試験及び個別学力検査の個人別成績の開示を求

めて国と横浜市を相手に訴訟が起こされている

が，これに対し，入試センターとしては，入試

センターの前身である共通第１次試験を実施す

るについて，国大協がその成績の取扱いに関し

決めた方針(｢共通第１次試験は入学試験の一部

であり，その結果を進学指導に利用させるもの

ではないので，試験の結果は志望大学の承に通

知し,本人及び高校には通知しない｣)に従って，

これまで通り非開示として臨むことにしている

ので，承知おきいただきたい。

４）平成９年度以降の大学入試センター試験

に係る経過措置及び成績提供について

石井事業部長から，入試センター試験は平成

９年度以降新教育課程にもとづき出題される

が，平成９年度及び10年度の２年間は旧教育課

程履修者への経過措置を講じることとしている

ｒ罰

〆Rm9、

獄

侭9

邦､鮨旦

f詞、
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f論

ため，新教育課程履修者が誤って旧教育課程履

修者用の科目を解答してしまうことや，指定さ

れた解答問題数を越えて解答してしまうことが

考えられるので，この場合の各大学への成績提

供の方法について説明したい旨配付資料にもと

づき説明があった。

５）入試改善特別委員会からの報告

入試改善特別委員会の松井臨時委員から去

る10月23日開催の入試改善特別委員会における

審議にもとづく決定事項及び第２常置委員会へ

の審議依頼事項を委員長に代って報告したい旨

要約次のような報告があった。

①平成９年度入学者選抜についての実施要

領（案）等について

入試改善特別委員会として作成した「国立大

学の入学者選抜についての平成９年度実施要

領，実施細目（案)｣等を平成７年６月23日付で

各大学長宛に送付し，ご意見等があれば９月３０

日までにお寄せいただきたい旨照会したが，特

にご意見はなかった。したがって，これを入試

改善特別委員会の原案と確定し，来る理事会及

び総会に提案する運びとしたい。

②入試改善特別委員会から第２常置委員会

への申送りについて

次期総会で国大協の組織改革が行われ，入試

改善特別委員会が廃止されれば，入試改善特別

委員会が行っていた仕事は第２常置委員会に取

り込まれることになるので,第２常置委員会に，

①今後の教育対象人口の減少期における大学入

試のあり方，②高校教育の多様性への対応（後

期中等教育と大学教育とのアーティキュレーシ

ョン),③大学入試センター試験及び第２次試験

(個別学力検査）の基本的あり方など，中･長期

的展望に立った入試の将来ビジョンについて検

討していただきたい旨要請することとした。

2．高等学校の総合学科卒業の入学志願者への

対応について

文部省の大槻大学入試室長から次のように説

明があった。

平成６年度から高等学校に普通科，専門学科

に並ぶ新たな学科として総合学科が創設された

が，その総合学科卒業生に対する平成９年度か

らの大学入試について，次のような方向で検討

しているので，理解を賜りたい。

総合学科は，普通科目及び専門科目にわたり

多様な科目を開設し，その中から生徒が主体的

に選択することを特色としており，生徒の中に

は,専門高校に極めて近い履修をする者もいる。

そこで，総合学科卒業生の入学志願者のうち，

その受けた職業教育が当該学部・学科の教育と

関連すると認められる者を，大学・学部の判断

により，専門高校卒業生選抜の出願対象とする

ことができるようにする方向で検討している。

以上の説明について，異議なく，了承された。

肉

/慮顯、

執

3．平成８年度国立大学追加合格者決定業務に

係る入学手続状況に関するⅡ情報交換事務取扱

要領について

肉

〆懸､，

初めに委員長から,｢追加合格者決定業務に関

する情報交換事務取扱要領」の平成８年度の原

案を作成したので，ご審議いただきたい旨述べ

られた。

ついで，委員長の要請で，原案作成に関わっ

た東京大学の木村入試課長から，前年度と変更

した点は，日付及び曜日の象であり，基本的に

はまったく変更ない旨述べられ，配付資料「平

成８年度国立大学追加合格者決定業務に係る入

学手続状況に関する情報交換事務取扱要領

(案)」にもとづき要点の説明があった。

｡鋪

衛
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Ｆｂ を加え，所掌事項を若干変更する。

○改組に伴う委員構成については，平成９年

６月総会までは移行期間とし，学長委員は，

第１常置委員会から第６常置委員会まで現行

どおりとする。新設の第７常置委員会につい

ては，第１常置委員会から第６常置委員会の

委員の中から選任し，選任された委員は両委

員会の委員を兼ねる。

○第７常置委員会の最初の委員長は会長の指

名による。

○現行の特別委員会は常置委員会の改組に伴

い原則として解散する。ただし，当面審議し

ている課題がある場合は，審議が終了するま

で存続する。

○特別委員会の設置の必要がある場合は，理

事会に諮り，２年以内を限度にこれを設置す

ることができる。

○改組の時期は，１１月開催の理事会，総会に

付議，決定後とする

ことなどである。今後，この案を来る理事会に

諮ったうえ総会で審議する予定である。

以上の説明について，次のような意見交換が

あった。

○見直し案に「早急に審議すべき課題」とし

て掲げられた「入試の中期ビジョン」とはど

のようなことか。

○１８歳人口の減少，高校教育の多様性，など

の状況を踏まえて国立大学の入試がいかにあ

るべきか，将来ビジョンをまとめることが期

待されている。ただ，これは第２常置委員会

が扱う定例的な枠を離れた問題であるので，

専門家を加えたワーキング・グループを組織

し，そこで検討するのが適当であろう。

○入試センター試験がわが国の若者，高等教

育に及ぼしたマイナス面が以前から指摘され

ついで，委員長から同案について諮られた結

果，異議なく了承され，委員長名をもって各大

学長宛送付することとした。

4．平成９年度第２次試験実施に係る協議の取

扱いについて

委員長から，東京芸術大学からの協議の件に

ついては，同大学佐藤学生課長から説明いただ

くことにしたい旨述べられ，ついで同課長から

協議事項及び協議理由について次のように説明

があった。

平成９年度第２次試験について，音楽学部は

前期日程により，また美術学部については後期

日程で実施することにしているが，両学部とも

実技検査に約２週間の期間を要し，実施要領に

定められた日程で実施することが困難なので，

前期日程（音楽学部）の合格者発表日を３月１２

日，後期日程（美術学部）の試験開始日を３月

５日，とすることを協議するものである。

以上の説明があったのち，この取扱いについ

て協議が行われた。その結果，この協議を特例

措置として了承することとした。

[河

〆RFM量、

伝）

鉤

5．国立大学協会の組織運営の見直し(案)につ

いて
/銀巴、

委員長から次のように述べられた。

前回６月総会において討議した結果，国大協

の組織運営を見直すこととし，その具体的見直

し案を作成することが常務理事会に委ねられ

た。その後，常務理事会で検討され，それの原

案が作成された。それがお手許配付の「国立大

学協会の組織運営についての見直し（案)」であ

る。この見直し（案）の要点は，

○常置委員会を現在の６委員会を１委員会増

やして７委員会にするとともに，新たな課題

f鋤

恵、

７Ｚ



侭､Ｉ
ついて次のように諮られ,異議なく了承された。

本委員会教員委員の阿部東北大学教授，深谷

金沢大学教授及び松浦岡山大学教授には，本年

10月をもって２年の任期が終了するが，３教授

とも引続き委員としてご協力いただくこととし

てはいかがかお諮りする。

ているところであり，この際，入試センター

試験について深く議論する必要があろう。

○前回委員会（平成７年５月12日開催）の議

論でも，今後，現実的対応とともに，中・長

期的展望をもって入試の問題を検討すべきと

の意見や，入試センター試験について，その

意義・役割，利用のあり方も含めて検討する

必要があるとの意見をいただいており，総会

で組織改正が承認されれば，本委員会の中に

ワーキング・グループをつくって検討を始め

ることになろうが，できれば，その前に委員

会でフリー・ディスカッションを行う機会を

もちたい。

7．平成９年度からの私費外国人留学生統一試

験について

雨

Ｉ

（財）日本国際教育協会の長谷川常務理事か

ら，平成９年度からの私費外国人留学生統一試

験については，新高校学習指導要領にもとづく

試験科目の変更に従って実施したい旨説明があ

り，これを了承した。

以上をもって本日の議事を終了した。

'11鰄、

6．任期満了に伴う次期教員委員について

委員長から，任期満了に伴う次期教員委員に

第３常置委員会
衛

平成７年10月20日（金）１４：00～１５：１０

学士会分館（本郷）７号室

佐☆木委員長

久を宮，加藤，鈴木，永井，村田，細川各委員

竹内専門委員

（文部省）竹田学生課専門員，坂本企画係長

日時

場所

出席者

慰

〆;蝿、

として次の方を推薦したのでご了承いただきた

い。

平野眞一名古屋大学教授

村田晃佐賀大学教授

安永均電気通信大学教授

2．国立大学協会の組織運営の見直し（案）に

ついて

佐々木委員長主宰のもとに開会．

委員長から，学長交替に伴い新たに委員に就

任された吉田正幸図書館情報大学長の紹介があ

った。

〔議事〕
[輔う

1．教官委員の推薦について

委員長から，次のとおり述べ了承された。

会長から，教官委員の任期満了に伴う後任者

の推薦について依頼があったので，原則として

再任願うこととし，第３常置委員会の教官委員

委員長から，次のとおり説明があった。

会長から，別紙のとおり「国立大学の組織運

営の見直し（案）について｣，秋の総会に提案し

慰
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月７日午後に関西大学で開催される予定の平

成７年度第２回就職ガイダンス及び平成７年

度大学，短大，高専卒業予定者の就職状況調

査の実施について報告があった。ついで文部

省及び就職問題懇談会の主催により，全国就

職問題協議会を11月７日午前中関西大学で開

催し,各学校の就職指導担当者が一堂に会し，

情報交換を行い，今後の就職活動について対

応を協議することが審議され了承された。ま

た学生の就職に関する最近の状況として，企

業の通年採用の問題や，短期大学側では１年

生の３学期末に学生が企業と接触し情報を得

る機会を持ちたいとの意見もあった。とくに

私立大学側から，平成８年度の就職協定につ

いて，従来の就職協定を一部修正したいとの

意見が出され，就職協定検討委員会で検討す

ることとなった。

②１０月11日に就職協定検討委員会が開催さ

れ，就職問題懇談会で私立大学側から出され

た「現行の就職協定で定められている求人票

公示開始や企業説明会の実施の期日を７月１

日から８月１日にして，採用選考開始の期日

と同じとしたい」との意見について，来年度

の就職協定に取り入れるかどうか審議した。

私立大学側の意見は，私立大学では，７月に

学期末試験を行うところが多くなってきてお

り，就職活動が７月から始まると学生が動揺

し落ち着いて期末試験も受けられないので，

これを防ぎたいとの趣旨から出たものであ

る。検討の結果は，「来年度の協定を私立大学

側から出された意見のように修正することに

ついては，各団体とも意見を一本に纏め切れ

る状況ではない」というのが実情であった。

当面はまず現行の就職協定を大学，企業双方

で確実に守ることを徹底していくこととし，

たし､とのことで，各委員会で検討するよう依頼

があった。見直しの趣旨は本来臨時に特別の事

項を審議する目的で設置された特別委員会の設

置が長期化し，委員会数も増加し，審議が恒常

化していること，常置委員会と特別委員会の分

担事項がはっきりしなくなっている面もあるこ

と，一方緊急の問題に国立大学協会として速や

かに対処できるように運営を機動的にしたいと

いうことである。見直しの要点は，常置委員会

として新たに第７常置委員会を設置し，特別委

員会を廃止してその分担事項を常置委員会に分

散するとともに必要があれば常置委員会のもと

に小委員会を設置して審議しようというもので

ある。

第３常置委員会については，従来の分担事項

の「学生の厚生補導」が「学生生活」となった

が，これは内容的変更は無く，また，新しく｢学

部教育」が分担事項に加わったが，これは教養

教育特別委員会の分担事項の継承と第２常置委

員会の分担事項であった「学科課程」を含むこ

とになると思うのでご意見を伺いたい。

ついで各委員から,新たに分担事項となる｢教

養教育の問題」については，多くの課題がある

旨種々意見があった。

以上ののち，委員長から，本委員会の分担事

項である「学生生活」については，「大学院学生

の学生生活及び留学生の学生生活」も含むもの

と考え，別紙見直し案を了承することとしたい

旨述べ，了承された。

f駒

雨

'

縄騒画

Ｆ刊
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3．就職問題について

竹内専門委員から，次のとおり就職問題につ

いて報告があった。

①９月28日に就職問題懇談会が開催され，文

部大臣から挨拶があったのち，文部省から11

F翁
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来年度の協定は現行のままとすることが大体

の意向であった。

以上の説明ののち，各委員から，国立大学に

おける就職協定の順守状況について種を意見が

あった。ついで委員長から次のとおり述べられ

了承された。

経済の好況の時は学生の就職について企業側

で－部ではあるが採用活動がいわゆる青田刈り

で先行し，不況の時には学生が焦って就職活動

を先行し就職協定が守られないという傾向があ

るが，毎年総括するときには概ね就職協定は守

られたということで過ごしてきている。しかし，

協定があるので大学は少なくとも公式には協定

を守る努力をしていると思われる。就職協定は

鏑－面では，青田刈りを防ぎ学事日程を守りたい

という大学の希望と，就職を早く決めたいとい

う学生の希望をどのように考えるかの問題であ

ろう。国立大学協会としては，学生も企業も就

職協定を守るよう意識を高める行動を起こす必

要があり，その方策について検討する必要があ

る。国立大学協会としては，概ね守られるであ

ろう現行の就職協定を来年度も同様に実施する

こととしたい。なお，この就職協定は主として

学部学生の就職について適用が考えられてお

り，大学院卒業予定者の就職についての適用は

議論されていないが，将来大学院生が増加すれ

ば適用が問題となると思う。

以上をもって本日の議事を終了した。

廓

,｡\鰯、

第３常置委員会・第５常置委員会合同委員会

日時

場所

出席者

平成７年10月20日（金）１５：３０～１６：２０

国立大学協会会議室

（第３常置委員会）佐々木委員長

久々宮，加藤，鈴木，永井，村田，細川各委員

竹内専門委員

（第５常置委員会）江崎委員長

藤井，坂村，中嶋，木村，有山，佐女木，金城，川島，砂川各委員

祠

雨

佐を木，江崎両委員長主宰のもとに開会。

〔議事〕

第５常置委員会の西村委員のご助力を得て別紙

資料のとおり「留学成果の向上と受入れ拡大の

ために－外国人留学生の学生生活等に関するア

ンケート結果報告一」を作成し，その後，第３

と第５常置委員会の小委員会に諮り，了承を得

て本日配布した。

要点は次の通りである。

○「留学生受入れ10万人計画」の方針に基づ

き，国立大学においても，現在留学生約２万

人を受け入れている。

○海外における日本語教育の普及は進んでい

ない。漢字習得が大きな壁になっている。留

侭頑9，

1．外国人留学生の学生生活等に関するアンケ

ートの調査結果に基づく報告について

佐を木委員長から，標記報告の要点について

次のような説明があった。

昨年来各国立大学にお願いし，留学生の学生

生活等の実態についてご回答いただいたものの

まとめを前回の合同委員会でご説明したとこ

ろ，そのまとめに基づいて政策提言を含めた報

告を作成すべきであるとの結論になったので，

ｱイ
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うる゜留学生に相応しいアルバイト先の開

拓・紹介，奨学金の提供，国費留学生受入れ

枠の拡大とその支給額単価引上げ等が望まれ

る。

○留学生の経済条件の改善のために低廉な宿

舎の提供が大きな助けになる。留学生宿舎の

建築の推進とともに，借上げ宿舎，宿舎補助

（敷金等)が不可欠であるとともに地方公共団

体や公益法人が積極的に宿舎建設に取り組む

ことが期待される。

○留学生入国に際しての入国管理局に対する

身元保証人，また民間宿舎入居契約時の貸し

主に対する私法上の実質的経済負担の可能性

がある連帯保証人に指導教官がなっている

が，指導教官の本来負担する必要のない心労

を解消する必要があり，機関保証の導入や保

証人制度に代わる制度（例えば保証機関の設

立など）の開発が望まれる。

○地域との交流についても各大学で様含に行

われているが，－日限りのものでなく，日常

的，恒常的なものがより望まれ，一層の工夫

が必要である。

○留学生は,日本社会の閉鎖性を感じており，

日本全体の課題であろう。

○衛生状態の異なる地域からの留学生の入国

時の健康チェック，滞日中の健康診断，治療

についての配慮及び健康保健，メンタルケア

についての充実などが望まれる。

○短期留学が大きくクローズアップされてき

ているが，英語による授業の開設，宿舎問題

の解決，日本語履修等へ対応するための教職

員の定員措置が必要である。

○留学生受入れがスムースに行われているの

は，ベテランの職員の献身的努力による部分

が大きい。事務担当者の増員を行うとともに

学において成果を挙げるためには日本人向け

に開講されている講義を理解できることが必

要であり，国費留学生には留学生センターで

日本語教育の機会があるが，私費留学生には

なく，各大学で日本語の補講を開設している

が，専門科目の時間との競合もあり，授業時．

間数，担当教員，授業財政支援など極めて不

十分である。

○留学生に対し教官が筋の明快な判りやすい

講義をし，分野によっては英語による学位論

文作成を認めるなどの工夫が必要である。

○留学生の日本語能力の抜本的改善のために

は，文部省，大学が一体となって，留学前の

日本語予備教育を展開すること。当面の方策

としては各大学に配置される日本語・日本事

情指導教官の増員による日本語の指導への強

力な支援及びホームステイの推進などが考え

られる。

○日本語能力のほか，留学生の基礎学力，基

礎訓練の不足また勉学態度に問題があるとす

る意見もある。留学生受け入れに伴う教官増

員や課外補講・チューターによる指導などを

充実する必要がある。また素行が著しく不良

の者，成業の見込みのない者に対しては，早

期に帰国を促す等の措置をとることが必要で

あろう。

○留学生の選抜については，高校３年間を日

本で学んだ留学生についての特別選抜，私費

外国人留学生統一試験の海外試験場の増加及

びその試験結果を活用することが考えられ

る。また留学生の選抜・受入れは国立大学共

通の課題であって，効果的方策樹立のための

プロジェクトチームを作る必要があろう。

○私費留学生の場合は，多くのアルバイトに

従事して，学業成績が芳しくない場合も生じ

f令
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職員がある程度の期間引き続き留学生関係事

務を行えるよう配慮することが必要である。

○留学生施策の改善のための基礎資料とする

ため，定期的な留学生実態調査及び帰国した

留学生に対する調査を行い，これをフィード

バックする体制を作る必要がある。

○受入れる留学生が定員化されていないた

め，教職員の増加がほとんどないままで留学

生が受入れられ，これが日本人学生のケアに

まで影響している。これが最も大きな課題と

感じられており，この改善が切望される。

鐵で実施しているようであるが，留学生数の多

い中国で行う必要がある。また各大学が外国

大学と交流協定を締結する時に，留学生が来

日する前に，その大学で日本語教育を実施す

る制度を盛り込み，外国での留学生統一試験

と連動して学生を選抜し，受入れができれば

良い。

○帰国した留学生との交流も促進し，日本に

対する良い世論を作ることに貢献して貰う方

策が必要である。アジア地域などで帰国留学

生が同窓会のような組織をつくり活動してい

るところもある。

以上ののち，委員長から，各委員のご意見を

もとに，本報告の文案を一部修正のうえ，総会

に提出したい旨述べ，了承された。

以上をもって本日の議事を終了した。

肉

‐Ｉ

A彌顯，

ついで,各委員から次のような意見があった。

○財政当局も留学生関係の重要性を認識され

ており，留学生関係予算の増加率は文教関係

予算の中では大きい。

○日本国際教育協会で留学生統一試験を海外

｢餌､

第４常置委員会

日時

場所

出席者

平成７年10月17日（火）10：００～１２：００

学士会分館（本郷）６号室

田中委員長

保原，荒川，清水，船越，梶井，伊東，岡田，仲井，浅野，野地（代理：清

野鳴門教育大学副学長）各委員

黒崎，菅原各専門委員

（文部省）膝館人事課給与第４係長

肉

,！【露，、

1．教室系技術職員の専門行政職俸給表適用に

際しての審査基準（案）について

田中委員長主宰のもとに開会。

〔議事〕

委員長から，野地鳴門教育大学長の代わりに

出席された清野副学長及び新たに委員となられ

た仲井豊愛知教育大学長の紹介があった。ま

た一橋大学へ転任された黒崎事務局長の専門委

員継続について諮られ，了承された。

《想う

委員長から，別紙資料により次のとおり説明

があった。

６月の総会で，「｢教室系技術職員の組織化と

研修の進行状況について」に対する回答を踏ま

えての提言」についての意見調査（まとめ）が

承認され，国大協として教室系技術職員の専門

僑
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行政職移行についての方向が出たので，それを

具体化していくために前総会以後，小委員会で

｢教室系技術職員の専門行政職俸給表適用に際

しての審査基準」について検討し，配付資料の

とおり審査基準（案）を作成した。内容は専門

行政職俸給表をどのような者に適用するのかと

いうことで，基準を定め，関係方面にその実現

方について協議要望して行こうということであ

る。基準作成についての基本的姿勢としては，

（１）６つの職務分類に当てはまらない事務等

に従事する例外的な者については，別途検

討する。

（２）６つの職務分類の職務に従事する者が在

職している官職は，全て専門行政職俸給表

の定数とし，教室系技術職員の全員移行を

目指す。

（３）当面移行時になるべく多くの技術職員が

専門行政職に移行できるよう努力し，移行

時における取扱いを定める。

（４）専門行政職俸給表が適用されなかった者

について，移行後においても全員に資格認

定のための試験の受験の機会を公平に与

え，本人の努力により専門行政職に移行で

きる道を作る。

ということである。

基準案は，統一基準として，専門行政職俸給

表が適用されるのは，原則は国家公務員採用Ｉ

種試験及びII種試験の技術系試験区分の合格者

としつつ，一定の試験合格者，資格保有者，学

位保有者，業績保有者などは統一基準の資格該

当者とし，その他移行時には行政職俸給表(－）

適用の技術職員で専門的知識，能力，経験を有

する一定範囲の者について専門行政職を適用す

ることとしている。また移行後は全員が公平に

受験できる資格認定試験（単位制，研修認定制

なども検討）を用意し，専門行政職への道を開

いている。

以上の説明ののち，各委員から次のような点

について意見があった。

○技術職員の職務が「教官の示す大綱的方針

のもと，研究教育に関わる業務，指導等を独

立して行う職務｣としている点について，「大

綱的方針」の意味，表現の仕方，記載するこ

との是非，教官と技術職員の位置付けなどに

ついて

○資格基準で定めている「業績が修士課程修

了程度の専門的知識及び能力を有する者」と

されている「業績」の概念及びその客観的評

価，審査機関の問題について

○学生指導などの職務経験を評価して業績と

して見ることについて

○資格認定試験を人事院が実施できない場合

の対応について

以上ののち委員長から次の通り述べ了承され

た。

本案は，国立大学協会としての基本的考え，

希望を直に出したものであり，これから関係方

面と協議し,実現に努力しなければならないが，

その過程で決断し，修正しなければならないこ

ともあるかと思う。本日は基本的に本案をご承

認願い，述語などを補い文面を修正すること及

びこの基準案に全体的な説明の前文を作成し，

添付することを委員長にご一任願いたい。その

うえで本案を理事会，総会に提出しご審議願う

こととしたい。

『命
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2．国立大学協会の組織運営の見直し（案）に

ついて

や、

委員長から別紙資料により次のとおり説明が

あった。
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会長から別紙（案）のとおり国立大学協会の

委員会組織の見直しについて，秋の総会に付議

するため，各委員会で検討するよう依頼があっ

た。見直しの趣旨は本来臨時に特別の事項を審

議する趣旨で設置された７つの特別委員会の設

置が長期化し，委員会数も増加して審議が恒常

化していること，常置委員会と特別委員会の分

担事項に不分明な部分が生じていること，一方

緊急の問題に国立大学協会として速やかに対処

できるように運営を機動的にしたいということ

である。見直しの要点は常置委員会として新た

に第７常置委員会を設置し，特別委員会を廃止

してその分担事項を常置委員会に分散するとと

もに必要があれば常置委員会の下に小委員会を

設置して審議しようというものである。

他の常置委員会は分担事項の変更があった

が，本委員会は変更がなく委員数も次回改選期

までは従来どおりである。

以上説明ののち，各委員から第７常置委員会

の分担事項，小委員会の構成，教官の任期制の

審議と待遇改善の審議の関連などについて質問

があったほか，とくに意見はなく，本見直し案

について意見がない旨回答することが了承され

た。

縁、

4．委員長の互選について

委員長から，委員長の学長任期（東京水産大

学長）が満了（平成７年11月16日）するので，

後任委員長の互選をお願いしたい旨述べ，協議

の結果，梶井委員（東京農工大学長）を11月１７

日からの委員長として選出することとなった。

肉

5．小委員会委員の選任について
-１

委員長から次のとおり述べ了承された。

小委員会の委員である梶井委員が委員長に就

任されるので,その後任の小委員会委員として，

とくに意見がなければ自分の後任者である小泉

千秋教授（東京水産大学長予定者）を小委員会

委員に選任することとしたい旨述べ，了承され

た。

/日彌、

6．報告事項

麻、

①７月12日,「国立大学教官等の待遇改善に関

する要望書」を吉川会長，田中委員長，伊東

委員，菅原専門委員，滝沢事務局長が，人事

院市川人事官ほか，大蔵省，文部省関係官に

提出し，その趣旨にそっての配慮方を要望し

た。

②９月25日,｢人事院勧告の取扱いに関する要

望書」を田中委員長，滝沢事務局長が，総務

庁栃本人事局次長ほか，大蔵省，文部省関係

官に提出し，その趣旨にそっての配慮方を要

望した。

③７月17日，田中委員長，伊東委員，梶井委

員が全国大学高専教職員組合からの申し入れ

により小山副委員長ほか数名と懇談し，教室

系技術職員の専門行政職移行の問題について

話し合った。

④８月24日，東京地区大学教職員組合協議会

『可

侭､M，、

3．教員委員の推薦について

委員長から，次のとおり述べ了承された。

教員委員の任期が11月６日の理事会開催日で

満了するため，会長より教員委員の推薦依頼が

あったので，原則は再任することとし，次の方

に依頼したので，ご了承願いたい。

保原喜志夫北海道大学副学長

大谷毅信州大学経済学部教授

多淵敏樹神戸大学副学長

ﾋﾟﾖ簿
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からの申し入れにより小島専門委員が会い，

教室系技術職員の専門行政職移行についての

要望について説明を聞いた。

以上をもって本日の議事を終了した。

I弓司

第５常置委員会

日時

場所

出席者

平成７年10月20日（金）１３：３０～１５：３０

国立大学協会会議室

江崎委員長

藤井，坂村，中嶋，木村，有山，水岡，佐食木，金城，ノ||島，吉田，砂川各

委員

（文部省）木谷雅人留学生課長，高田朋香国際企画課企画調整係長，高橋憲

一郎留学生課事務官

f5R、

Ｉ

侭顯■、

江崎委員長の主宰のもとに開会。

〔議事〕

定実施状況を調査報告したが，来夏のオーク

ランド定例総会では，これを拡大し各国が報

告することとなった。なお，日本の報告は国

立大学のデータのみであったが，公立・私立

大学を含めた日本全体の報告が欲しいとの意

見が強くあった。

(2)学生国際交流にかかわる情報の普及：Ｊ

ＵＳＳＥＰ小委員会では米国側からクリアリ

ング・ハウス設置が提案されているが，今回

のワーキング・パーティで，アジア太平洋地

域諸国の留学情報の普及が遅れているので，

イヤープックやインターネット等新しい方法

を含めて，学生が幅広いオプションの中から

選択できるよう，各国が大学や各種奨学金制

度等の情報に容易にアクセスできるシステム

の構築が課題であるということで意見の一致

を見た。

(3)学生国際交流に際し障害となる制度の改

善：「外国で短期留学生として学んだ」こと

自体を自国の所属大学が単位認定することの

可能性等が提案され論議された。日本に対し

ては短期交流留学生に対する査証・入国手続

きの簡素化・迅速化の要望が出された。

(4)奨学金制度に対応した受入れ条件等の整

1．ＵＭＡＰワーキング・パーティの報告につ

いて

委員長から次のように述べられた。

水岡委員より，去る８月16日～17日の両日，

ニュージーランド・クライストチャーチで開催

されたＵＭＡＰワーキング・パーティの報告を

お願いする。

続いて，水岡委員より配付資料｢ＵＭＡＰワー

キソグ・パーティでの議論の概要」に基づき，

概ね次のような報告があった。

ＵＭＡＰは今までの学生国際交流の推進をめ

ぐる理念・哲学的な論議の段階から，その促進

に必要な制度上の整備を図るという，実践的な

段階へと，大きな転換期を迎えている。特に，

大学間交流協定が多く締結され交流の活発化に

伴い，その促進にＵＭＡＰがどのような役割を

果たすべきかが課題になっている。このような

一般的背景を踏まえ，次のような事柄が議論さ

れた。

（１）学生国際交流にかかわるデータ収集：日

本は大阪の定例総会で国立大学の国際交流協

綴

r臼、
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ことが承認された。その他,仏領ポリネシア，

南米等にも，対象を拡大する意見も出た。

(9)ＵＭＡＰ事務局（Secretariat）の設置：

1991年にＵＭＡＰを創設以来，豪州より国際

事務局設置が繰り返し提案されているが，日

本は時期尚早で実績を重ねた上で設置の検討

を開始しても遅くはないと主張し，ペンディ

ングとなってきたという経緯があるが，今ま

での理念等の議論の段階から実践的な学生国

際交流を活発化するという新しい段階を迎え

て，現体制では対応しきれないので，専任の

職員若干名を置く事務局をアジア太平洋地域

の－箇所に設置する必要性があるということ

で大方の意見の一致を見た。

この場合，加盟国が資金を拠出する必要が

生じ，その組織・機能・費用等の原案を豪州

が取りまとめることとなった。オークランド

会議で国際事務局設置の決定が予想され，そ

の場合，日本もＵＭＡＰ創設メンバーの一国

として応分の負担が求められるものと予想さ

れるので，本日審議いただきたい。なお，事

務局の設置場所は香港等の意見がでたが決定

に至っていない。

(10）政府からのより大きな＝ミヅトメント

の必要：日本では，ＵＭＡＰは国大協を中心

に取り組んできたが，この体制では種々限界

がある。アジア太平洋地域，特に豪州，タイ

等から向けられている国際的期待に応えるた

めにも，国大協レベルに止まらず政府レベル

の対応が不可欠である。文部省の支援をお願

いする。

備：日本では短期留学推進制度をはじめ諸種

の奨学金制度の増加に伴い，対応しきれない

状況が生じてきた。例えば，タイでは双方向

の原則の下，政府奨学金による短期留学生派

遣を決定したが，タイへの留学希望学生は相

対的に少なく均衡を維持できないので，均衡

が図れるような措置の要望があった。

(5)短期留学における使用言語：大阪でのＵ

ＭＡＰ定例総会でも大きな論議を呼んだテー

マである。ワーキング・パーティでは「国際

語」である英語を用いた短期留学プログラム

実施が必要とする意見，短期留学の目的の一

つである「異文化体験」の観点から留学先の

言語での教育を中心にすべきとの意見が出さ

れ，結論が出なかった。来年のオークランド

定例総会で引き続き議論される。

(6)短期留学生用のカリキュラム開発：既に

ＪＵＳＳＥＰ小委員会では米国との関係で検

討が進んでいるが，ＵＭＡＰではそこまで至

っていなく，今後の検討課題である。ワーキ

ング・パーティではジョイント・ディグリー

(複数国の大学からの卒業資格取得)やＪＵＳ

ＳＥＰの流れに沿ったカリキュラム開発の必

要性等の意見が出され，また留学生用に特別

なカリキュラムやプログラムを用意すること

によって留学生と留学先国人との交流が少な

くなる「留学生ゲットー」となる危険性も指

摘された。

(7)ＡＰＥＣとの関係：既にＡＰＥＣとの関

係を引き続き検討することが合意されている

が，例えばＵＭＡＰとＡＰＥＣの加盟国の相

違の問題，また管轄省庁の相違により生ずる

問題等の意見が出された。

(8)ＵＭＡＰの会員国：米国がワーキング・

パーティ及び定例総会の正規メンバーとなる

侭、

釘
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以上の報告に関して，次のような意見交換が

あった。

○第16回カルコン（日米文化教育交流会議）
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総会で，ＪＹＡプログラムによる米国学部留

学生の特に国立大学への受入れ増加に向け作

業することが合意された｡これを受けて，ＪＵ

ＳＳＥＰ小委員会は大学間交流協定に基づく

短期学部学生の双方向交流を検討している。

米国側はこの選抜方法では数が限られるの

で，クリアリング・ハウスを設置し門戸の開

放を要請している。

○ＵＭＡＰとＪＵＳＳＥＰは交流協定を通じ

て短期留学生の双方向交流を図るということ

では共通だが，ＵＭＡＰ会員国は宗教，言

語，経済状況等多様性があり，その意味で双

方向交流が困難な面がある。アジア太平洋地

域の多様性の克服が今後の検討課題である。

○近年,短期留学による学生交流が活発化し，

その受入れ推進のため平成６年度に短期留学

推進制度を創設し，順次，対象人数・対象地

域の拡大が図られている。

○これまでのＵＭＡＰでの言語に関する議論

では，使用言語を“国際語”である英語とす

るか，留学先国の言語とするかは難しい問題

で，どちらもメリット・デメリットがある。

欧州のように経済的・社会的・文化的にある

程度統一性のあるところはよいが，昨年12月

の大阪大会でも“アジア太平洋地域の多様性

を踏まえた双方交流の促進”をテーマに掲げ

たように，アジア地域は非常に多様性がある

ので，多様性を尊重し相互に社会・文化を学

ぶというＵＭＡＰの理念から見ても，言葉も

留学先の言語で教育を受ける方がよいのでは

ないか。

○短期留学の目的が言語研修に絞られ，大学

が日本語学校の機能を持たされるだけでは困

る。単位互換や異文化体験も含め，バランス

の取れた留学成果を得ることが重要課題であ

る。

○日本国際教育協会がインターネットによる

日本の留学情報の提供を来年度概算要求で出

している。次に，本年短期留学推進制度で第

２期までに,1,200名受入れているが，その内

英語のプログラムによる受入れは約100名で

ある。これ以外に英語で個別指導等を行って

いるものもあるが，大部分は日本語で教育し

ている。国立大学での英語のプログラムの実

施は開始されたばかりで，現在，拡充を図っ

ている段階である。最後に，恒久的なＵＭＡ

Ｐ国際事務局設置については，もう少し検討

させてほしい。

○ＵＭＡＰ加盟国はＵＭＡＰ活動に強い期待

を寄せている。文部省にあっては，その国際

的責務を配慮いただき,支援をお願いしたい。

が
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概ね以上のような意見交換の後，水岡委員か

ら次のような提案があった。

第４回ＵＭＡＰ会議開催に際しては実行委員

会的役割を担うものとしてＵＭＡＰ小委員会を

組織した。会議は昨年末に成功裏に終了したの

で，前回委員会で会議開催のために委嘱したＵ

ＭＡＰ小委員会委員は解嘱したが，アジア太平

洋地域の短期学生交流は重要な課題であるの

で，小委員会は引き続き存続させることを決定

した。来年８月にニュージーランドで開催され

る第５回ＵＭＡＰ会議で審議されることが予想

される諸課題を検討するためのＵＭＡＰ小委員

会の委員構成や運営方針を審議いただきたい。

また，先ほどの報告で触れたように，日本は国

大協レベルだけでなく，公立・私立大学を含め

た日本全体としてのコミットメントが必要と考

えられるので，国公私立大学代表者による協議

組織の設置についても審議いただきたい。

綱
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去る６月総会において，国大協の組織運営の

見直しが了承され，これを受けて常務理事会で

審議した結果，見直し案が纏まり，９月20日付

の会長名文書で，これについての当委員会の意

見の提出を求められたのでお諮りする。

続いて，委員長より配付資料「国立大学協会

の組織運営についての見直し（案)」に基づき内

容の説明があった。

これについて協議の結果，特に異議なく了承

された。

これについて協議の結果，日本では国大協が

中心的役割を果たして来ているので，差し当た

りは第５常置委員会のＵＭＡＰ小委員会で検討

を開始するのが先決との結論となり，小委員会

委員は委員長と水岡委員で相談の上，適任の方

に就任方を依頼することとなった。

（???Ｉ

2．ＪＵＳＳＥＰ小委員会の報告について
②

委員長より配付資料「ＪＵＳＳＥＰ小委員会

経過報告書(案)」に基づき，これまでの経緯の

説明があった。

報告書の構成は次の通り。

ＬＪＵＳＳＥＰ小委員会一今までの経緯

n．カリキュラム・アブロード・プロジェク

ト第２回日米合同計画会合報告

（１）米国学生の日本短期留学の動機・期

待・背景

（２）Ｊ，Ｙ・Ａプログラムにおけるカリキ

ュラムのあり方と単位互換

（３）Engineering分野の短期学生交流に

ついて

（４）カリキュラム開発について

（５）日本語教育について

（６）短期留学カリキュラムについての各

大学別のカリキュラム討論内容

（７）情報交換システムの構築及びクリア

ニソグ・ハウス等について

ＩＩＬカルコン日米学部学生交流の推進への取

り組み

１Ｖ、今後の方針

Ｖ・資料

ＪＩ彌駒h，

4．国立大学協会訪米調査団報告書について

委員長より次のように述べられた後，配付資

料「国立大学協会訪米調査団報告書（案)」に基

づき説明があった。

国大協訪米調査団は去る７月23日～８月５日

の２週間にわたり，米国のトップクラスの10大

学を訪問視察し，(1)各大学の特質と運営方針，

(2)入学許可方針と実施体制，(3)カリキュラムと

教育内容，(4)教育と研究の評価方針及びメリト

クラシィ，(5)学生の国際交流特に日米学生交流

への取り組み，について調査を行い少なからぬ

成果を収めることが出来た。本日，それを取り

まとめた「報告書（案)」を配付したが，前回委

員会で了承を得た通り，本報告書を11月総会に

提出したい。

報告書の構成は次の通り。

まえがき

Ｉ・調査の概要

ＩＬ訪問機関別調査記録

ＩＩＬ調査を終えて（団員各位の感想）

あとがき

肉

４９３
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3．国立大学協会の組織運営の見直し（案）に

ついて 筏＄

委員長より，次のように述べられた。
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f7n
委員（大阪大学教授）と私の三名がオーストラ

リア連邦雇用教育訓練省のロジャー・ピーコッ

ク国際局長と国大協の国際交流について懇談し

た。

以上をもって本日の議事を終了した。

5．豪州雇用教育訓練省国際局長との懇談につ

いて

委員長より，次のような報告があった。

文部省学術国際局長からの申入れにより，去

る10月20日，木村委員(東京エ業大学長)，川島

F、

医学教育に関する特別委員会

■
■
Ⅱ
Ⅱ
！
Ⅱ

日時

場所

出席者

平成７年10月25日（水）１３：３０～１５：３０

国立大学協会会議室

石川委員長

坪井，武藤，佐々木，武田各委員

大山専門委員

（文部省）木曾医学教育課長

捧顯、

に研修させるのが良いと考えているようであ

る。また厚生省は臨床研修の義務化に伴って手

当を支給し，一方アルバイトの制限などを考え

ているようである。また手当の財源としては健

康保険の財源を考え，早く財源を確保して，医

療法改正案を国会に提出したいという考えのよ

うである。

これに対し，本年５月に科学研究費補助金に

より，大学関係者による調査研究グループが設

けられ,｢大学附属病院における卒後臨床研修の

在り方に関する調査研究｣が進められてきたが，

このたび中間まとめが出された。その要点は，

○卒後臨床研修の実施にあたり法的規制を新し

く設ける意義は薄い，○学部教育，卒後臨床研

修，生涯教育を含めた医師養成全体において，

今後とも大学附属病院が中心的役割を果たすべ

きである，○大学附属病院における自主的卒後

研修を改善・充実し，支援するため，全国レベ

ルで大学病院関係者，臨床研修指定病院関係者

等による独立した組織を設置する必要がある，

○研修医の医療行為の制限，保険医資格の制限

石川委員長主宰のもとに開会。

〔議事〕

1．卒後臨床研修の問題について鯨、

木曾医学教育課長から，資料をもとに次のよ

うな説明があった。

現在，医学部卒業生の卒後臨床研修は，医師

法により努力規定として定められており，卒業

生の85％が臨床研修医となり，そのうち80％が

大学病院で研修を受けている。

この現状の中で昨年12月厚生省の医療関係者

審議会臨床研修部会から「卒後臨床研修を必修

化すべきである」との中間報告が出され，現在

もその小委員会において必修化に伴う課題につ

いて検討が進められている。厚生省は大学病院

における臨床研修が医局単位で狭く行われてい

ることを是正したいと考えており，国立大学側

としてもある程度臨床研修は幅が広いのが良い

と考えているが，厚生省はスーパーローテイト

で内科，外科，小児科，救急医療の４科を全員

'念
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の充実のために大学が中心となり教育病院を

整備して病院群をつくっていくことが必要で

ある。

○医師養成は，卒前教育，卒後教育，生涯研

修を併せ考えていかなければならない。それ

が可能なのは大学のみである。

○特定機能病院化が進められているが，米国

では，専門医が多くなり，プライマリーケア

の充実の方向に流れが変化している。

○大学で卒後臨床研修のプログラムを組むと

医局中心主義になってしまう。このままでは

行政の介入をまねくことにもなるので，大学

の卒後臨床研修の形を全国的レベルで見直す

必要がある。

○国大協で卒後臨床研修のプログラムのガイ

ドラインなど研修の在り方を作成していくべ

きであろう。そして病院長が診療科を越えた

体制を作り，診療科を越えた臨床研修を組ん

でいかないと幅広い臨床研修は実施できな

い◎

2．国立大学協会の組織運営の見直し（案）に

ついて

斜
を行うことは不適当，○財源措置の執行にあた

っては大学関係者等による独立組織の自主性を

尊重し，行政による規制強化を行わない，こと

などである。文部省としては，この意見を医学

部長，病院長会議などで検討してもらった上，

文部省に申し入れて貰うこととしたいと思って

いる。大学病院としても臨床研修について改善

すべき点はあるが，基本的には将来とも臨床研

修は大学がイニシアティブをもって実施すべき

ものである。厚生省は大学が持っている研修機

能を厚生行政内に移そうとしており，文部省と

厚生省ではかなり意見に温度差があるので，慎

重に対処したい。なお，そのほか文部省では，

政策提言の場として，歯科，コメディカル養成

を含め広い意味の医学教育，医療問題を審議す

る懇談会の設置を考えており，国大協にも今後

情報をお伝えしてご議論願うようにしたい。

以上の説明ののち，各委員から，次のような

点について意見があった。

○臨床研修２年間の義務化は，基礎医学研究

者や教育の後継者を無くすることにならない

か。

○研修医の保険診療制限が行われると，一番

影響を受けるのは私立大学病院の経営であろ

う。

○大学の臨床研修医の人数を制限することに

は反対である。大学以外で研修医を現在受入

れるキャパシティもないし，臨床研修は教え

る力のある医師と人員のいる病院で行われな

ければならない。今の状況では大学外できち

んとした臨床研修が行えるかどうか疑問であ

る。

○大学病院は特定機能病院の方向にあるが，

患者が偏ってくるので臨床研修のローテイト

がしにくくなる。そのためプライマリーケア

鰯
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'撫聴、
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委員長から次のとおり説明があった。

会長から，別紙（案）のとおり国立大学協会

の委員会組織の見直しについて，秋の総会に付

議するため，各委員会で検討するように依頼が

あった。見直しについての要点は，常置委員会

としてあらたに第７常置委員会を設置し，特別

委員会を廃止してその分担事項を常置委員会に

分散するとともに必要があれば常置委員会のも

とに小委員会を設置して審議しようというもの

である。そして医学教育に関する特別委員会は

廃止し，医学教育に関する問題は第１常置委員

会が所管し，その小委員会で審議するという案

侭1,3、

鋼
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IRP、
である。

ついでこの案について審議し，医学教育に関

する課題は多く，文部省医学教育課とも関連が

あるので，第１常置委員会の小委員会になると

しても現在の活動を継続できるよう設置期間を

少し長く考え，また委員数もできれば少し多く

することを考慮するよう意見として理事会で述

べることが了承された。

た135課題のうち40課題については医学部,歯学

部が共通に課題として意識しているが，９５課題

については重要度，優先度について認識が違っ

ている。旧７大学とその他の大学でも課題につ

いての認識が異なっており，例えば旧７大学は

教育・研究中心の課題，単科の医科大学では病

院の課題等に関心が高い。調査結果を承ると，

関心が高く，早急に改善が望まれる課題として

は，医学，歯学系共通で○研究費の確保，組織

の見直し（例えば大学院重点化）があり，また

医学系では○教育スタッフの増員，歯学系では

○卒前臨床教育の患者の確保，○卒後研修設備

の充実などが上がっている。今後これを材料に

専門委員に課題を整理してもらい，本委員会で

検討していきたい。

以上をもって本日の議事を終了した．

Ｆ､

3．「医学部,歯学部,附属病院の課題とその改

善についてのアンケート調査」の結果につい

て

係F1P、

委員長から，次のような説明があった。

本年５月に実施した標記アンケートの集計結

果が出た。それが別紙「重要度一優先度から承

た医学部，歯学部の当面課題」である。質間し

学術Ｉ情報特別委員会
『日、

日時

場所

出席者

平成７年10月18日（水）１３：３０～１４：２０

国立大学協会会議室

木村委員長

吉原，藤野，有山，野村（代理：山口横浜国立大学学生部長)，林各委員

吉田専門委員

（文部省）石橋学術情報課大学図書館係長

オブザーバー大埜東京大学図書館総務課長

侭

/…、

木村委員長主宰のもとに開会。

初めに委員長より，野村委員の代理として出

席した山口横浜国立大学学生部長並びに本日出

席の文部省の石橋学術情報課大学図書館係長，

オブザーバーとして出席の大埜東京大学附属図

書館総務課長の紹介があったのち，議事に入っ

た。

〔議事〕

1．国立大学協会の組織運営の見直し（案）に

ついて

委員長より，次のような説明があった。

国立大学協会の組織運営の見直しについて

は，６月の国大協総会において了承され，常務

理事会で審議されていたが，この程原案が作成

された。この原案は，理事会の議を経て11月の

総会に付議されることになっているが，この過

程で会長より，各委員会の意見を承知したい旨

が､

F、
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生じ，国大協の立場で見解，意見を表す場合

は，緊急に審議が進められるような体制造り

を考えておくことが必要である。

○国大協の体質として，構成委員の交代が激

しいのと各大学によって事情が異なることも

あって緊急に解決すべき問題が生じた場合の

対応は大変難しいと思う。

○ＷＧとして学術情報を置く常置委員会であ

れば，問題意識も比較的よく行われるだろう

が，改革案による学術情報を担当事項として

含めた場合，常置委員会では継続している課

題もあり，新たに学術情報を受け入れても，

委員は初めて触れるので，一つの課題として

の認識しか持たない。今まで議論してきた図

書館に関しての諸問題が，どの程度引き継が

れるのか，危倶の感はぬぐい切れない。

○国立大学における図書館の整備充実は，大

学の中で特に文科系では大きな比重を占めて

いるので，恒常的に議論の場を設けて置くこ

とが望ましい。

○改革案では，学術情報担当は第５常置委員

会となっているが,組糸合わせからして研究，

生涯学習との関連もあり，第７常置委員会が

適合するように思われる。

以上の意見交換があったのち，委員長より次

のように述べられ，これを了承した。

本委員会の所掌事項は，著作権並びに図書館

情報に関する諸問題であるが，これらの事項を

第５常置委員会に取り込むことに無理がある。

これからの国立大学図書館が生涯教育と深く関

わってくることを考えると，新設される第７常

置委員会の担当とした方が良い。しかも，今後

図書館に関連する施設・設備の整備，ネットワ

ーク網の構築等多くの問題を考えると，同委員

会の下に恒常的なＷＧを設け，これらの問題を

《G:｝
依頼があったので，急遼お集まり願いご意見を

うかがうことにした。改正案を承ると現在６つ

ある常置委員会の担当事項を，特別委員会の事

項と併せ検討し，７つの常置委員会に改め，第

４常置委員会の担当事項を除いて別紙の担当事

項に改正した｡(各担当事項説明),改組の時期を

平成７年11月とし，改組に伴う委員会委員の構

成は，委員改選期の平成９年６月まで第７常置

委員会委員を兼ねることにしている。主として

検討していただきたいのは，特別委員会の改正

で，内容は，(1)現行の特別委員会を原則として

常置委員会の改組に伴い解散する。ただし，当

面審議している課題がある場合は，審議が終了

するまで存続する。(2)特別委員会の設置は，常

務理事会で審議し，理事会に諮る。(3)特別委員

会は，課題を定め２年以内の設置とする。(4)特

別委員会委員の構成については，常務理事会で

審議し，理事会に諮る，となっている。本委員

会では，図書館に関連する事項並びに著作権問

題に関わってきたが，改正案では，第５常置委

員会の担当事項に含まれるので，この点につい

て忌憧のないご意見をお願いしたい。

ついで,石橋学術情報課大学図書館係長から，

著作権問題の現状について説明があった。

以上について,概ね次の意見交換が行われた。

○大学として著作権問題は大きな課題で，動

きが表面化した場合には，直ちにＷＧを設け

対応してほしい。

○第３常置委員会の学生生活には，大学院学

生，外国人留学生も含まれるので，第７常置

委員会の大学院との関係もあり，学生生活の

文言を考慮する必要がある。

○学術情報関係及び今後再び検討が必要とな

る著作権問題については，特別委員会を設け

常置的に活動することはない。しかし問題が

角
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以上をもって本日の議事を終了した。検討して行くことを考えていただく。Ｆ１

教員養成制度特別委員会

平成７年10月27日（金）１３：３０～１５：２０

国立大学協会会議室

蓮見委員長

横須賀，吉原，椎名，篠田，武村，山田，野地（代理：河野鳴門教育大学副

学長)，金谷，田代，野村，岡本各委員

関口専門委員

日時

場所

出席者

F■、

査(附属学校事務室を対象)，２.附属学校教員調

査（1,500名程度を抽出)，３.附属学校副校長調

査，４.附属学校長調査（以上教員調査を除いて

悉皆調査),５.都道府県及び政令指定都市の教育

委員会を対象とする附属学校についての意見調

査を行うほか，今後準備がすすめば，６.附属学

校を持つ大学学部教員の一部を抽出しての教員

意見調査を考えている。詳しい調査内容につい

ては，山田委員から説明していただく。

ついで山田委員より，別紙調査書（案）に基

づき，次のような説明があった。

壁頭の頁は，調査協力のお願いで，今回の調

査は文部省科学研究費を得て実施するもので，

現在附属学校の存廃論が問われている状況の中

で，改めて附属学校のあり方・役割を確立して

行く必要があること，それには条件整備がもと

められるが基礎的データを得ることによって，

その可能性を提言して行くこと，などこの調査

の趣旨と調査協力へのお願いを述べている。

以下は各調査の主要な内容である。

○附属学校園調査基礎的事項

附属学校の条件整備の観点から教員，職員の

構成，配置状況，非常勤の実態，国費以外の雇

用実態，施設・設備等

○附属学校教員調査

教職歴，公立学校と比較した国立附属学校の

蓮見委員長主宰のもとに開会。

議事に先だち委員長から，野地委員の代理と

して出席した河野鳴門教育大学副学長の紹介が

あったのち，議事に入った。

〔議事〕

侭mEh、

1．附属学校の意義と役割に関する調査につい

て

委員長より，次のように述べられた。

平成５年に実施した｢大学における教員養成」

に関する調査の報告書は各委員のご協力で無事

完成することができたが，その調査の纏めの中

で附属学校調査の必要性が小委員会で議論さ

れ，今年度の文部省科学研究費を申請するに至

った。幸いにも文部省関係者のご理解と事務局

のご協力で，２年度に渡り交付されることが決

定したので，本日は調査の実施について，ご了

承を得ることと,小委員会で設定した調査項目，

内容等につきご検討いただき，ご意見等をうか

がうことにしたい。

調査は，国立の教員養成大学・教育学部附属

学校のほか，教員養成系以外の大学・学部の附

属学校も含めて行うことにしている。調査方式

は，アンケートによる調査と複数の附属学校を

選出しての実態調査を併せて実施することにし

た。調査事項は，１.附属学校の基礎的事項の調

録
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勤務条件，研究出張の回数，授業公開・公開研

究会の状況，教育研究の状況，附属学校につい

ての考え，附属学校の存在理由，望ましい附属

学校のあり方，改革，改善等

○附属学校副校長調査

附属学校園は261校悉皆調査とした｡自由な考

えを得るため，主として記述式で，公開研究会，

指定校の受入れ状況，附属学校の教育・研究の

あり方,大学と附属学校との連携協力のあり方，

連絡進学と入学者選抜，公立学校教員の現職教

育に関っている状況，教育実習の改善，副校長

の選考と役割，教員人事，附属学校の財政，自

己点検及び研究成果の発表，附属学校の存在理

由，教育条件の整備。

○附属学校長調査

勤務状況，校長の選考・任期，教員人事，財

政，公開研究会等の実施，開発研究，指定研究

の受入れ状況，学校長として学校運営の考えな

ど自由な意見を記述していただくため，選択肢

よりも率直な意見を求める設問形式とした。

○教育委員会調査

委員会が附属学校に何を期待しているのか。

公立学校と国立学校の人事交流に対しての考

え。附属学校の存在理由が問い直されている情

勢の中で，教育委員会として今後の附属学校の

活用の可能性，活用方法の改善等の考えを求め

て染た。

○学部教員調査事項（案）

大学改革，少子化によって，教員養成大学・

教育学部のあり方が問題となっているので，附

属学校を含んだ全体の視野の中で考えてふる課

題で，附属学校調査が終ってから先のこととし

て考えてみたい。

以上の説明について，概ね次の点に意見交換

があった。

○一般教員にとっても入試選抜方法は，かな

り重要な問題と受け止めているので，教員調

査の設問に加えることも考えてよいのではな

いか。

○「地域の学校」の欄に，附属学校による公

立学校の教育に対する指導，奉仕の表現があ

るが,適切とも思えないので,考えてほしい。

○校長と教頭の職務分担について

○教科の定員の配置問題

○教員の人事交流

○公立学校教員の附属学校における現職教育

の実状

以上の意見交換ののち，委員長から次のよう

に述べられ,アンケート調査実施が了承された。

調査書について貴重なご意見ご指摘をいただ

いたので，このことを踏まえて後日小委員会で

調整，修正をお願いすることにし，調査の大筋

についてご了承をいただいたものとしてアンケ

ート調査を進めることにしたい。実施について

は，科研費との関係から急いで行う必要がある

ので，少なくとも11月下旬には附属学校宛に調

査を依頼したいと考えている。

なお，後日ご指摘事項等があった場合は，少

なくとも10日以内に，山田委員宛お知らせ下さ

るようお願いしたい。

肉
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2．国立大学協会の組織運営の見直し（案）に

ついて

委員長より，次のような説明があった。

国立大学協会の組織運営の見直しが，６月の

国大協総会で了承されたことにより，その後常

務理事会で審議が行われ，この程改組の原案が

纏り理事会の議を経て11月の総会に付議される

ことになった。ついては会長から各委員会の意

見を承知したい旨依頼があったので，この改組
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○「教員養成」について「生涯学習」とあわ

せて恒常的な常置委員会の創設を図る

○ワーキンググループが対外的に調査報告す

ることの可能性について

○ワーキンググループとした場合，所属委員

会の委員構成について

以上の点について質疑応答及び意見交換があ

ったのち，委員長より次のように述べられた。

各委員のご意見にもとづき，教員養成につい

ては今後も恒常的な独立性の強い委員会設置を

もとめること，また教員養成については，教育

学部だけでなく全大学にかかわる教員養成を取

り扱うことの重要性を，意見として提出する。

しかし，この意向が理事会，総会で汲み入れら

れず,特別委員会の継続も認められない場合は，

この委員会は解散し，見直し案による常置委員

会のワーキンググループとなるが，委員構成に

あたっては調査のこともあり，現委員，専門委

員が委員として参加できるよう主張したい。

なお，常務理事会で特別委員会が認められた

場合は，欠員となっている委員の補充を行うこ

とにしたい。

以上の委員長提案に対し，異議なく了承され

た。

以上をもって本日の議事を終了した。

案についてご審議いただきたい。この案の大要

は,現在６ある常置委員会の担当事項を見直し，

特別委員会の担当事項をも含めて改組し，第７

常置委員会を新設するもので，特別委員会は原

則として常置委員会の改組に伴い解散する。た

だし，当面審議している課題がある場合は終了

するまで存続することになっている。改正案で

は教員養成に関しては本特別委員会は廃止し，

第１常置委員会のもとに｢教員養成大学の課題」

を扱うワーキンググループが置かれると記載さ

れている。この案に対して，本委員会としてど

のような意見を述べるか，隔意のない発言をお

願いしたい。

以上の説明について，主として次の点につい

て意見交換があった。

○第１常置委員会の委員構成と教員養成に対

する理解への不安。調査終了時まで特別委員

会としての存続の必要性

○常置委員会の担当事項の改正と委員改選の

連動の必要性

○教員養成制度特別委員会の活動の経緯とこ

の課題のもつ重要性

○ワーキンググループ名の「教員養成大学の

課題」を「教員養成」と改称することについ

て

f句
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(均

生涯学習特別委員会

日時

場所

出席者

平成７年10月16日（月）１２：00～１３：１０

国立大学協会会議室

阿部委員長

荒川，船越，田村，横山各委員

山本専門委員

阿部委員長主宰のもとに開会。 る。ただし，審議している課題がある場合は，

審議が終了するまで存続する。今後特別委員会

を設置する場合は，課題を定め２年以内を期限

とし，委員構成と併せ常務理事会で審議し，理

事会に諮る。

３．早急に審議する課題

改組しても種々な問題が残るので，常置委員

会のもとに，専門家を含めたＷＧ（小委員会，

専門委員会）を設けて審議，提案を行う。委員

は概ね10人以内とする。その設置及び委員の構

成は，常務理事会の承認を得るものとする。早

急にＷＧを設けるのは，(1)臨時定員問題，(2)教

員養成大学の課題，(3)医学教育が第１常置委員

会に設けられる。(4)入試の中期ビジョンについ

ては第２常置委員会。(5)国際協力として第５常

置委員会。(6)授業料問題は第６常置委員会。こ

の授業料に関しては，従来同委員会で検討して

いた事項であるが,専門的な面も大きく加わり，

多くの問題点もあるので，ＷＧに専門の方を加

え集中的に審議していただくことにした。

以上の説明について，概ね次のような意見交

換があった。

○歯学と薬学関係も大きな問題を抱えてい

る。医学教育（ＷＧ）で是非協議の対象とし

てほしい。

○生涯学習は国立大学が今後全力をあげて関

わらなければならない課題であり，独立した

常置委員会としてもよいのではないか。

○生涯学習と大学院は，密接な連携を保つ必

厨

◎国立大学協会の組織運営についての見直し

（案）について
１

#G蕪１５k
委員長より，この問題については６月の総会

において，常務理事会で審議することが了承さ

れていたが，この程原案が纏り理事会の議を経

て11月の総会に付議することになった。したが

って，それ以前に各委員会で議論をし，意見を

纏めてほしい旨会長から依頼があったので，急

遼お集まりいただいた旨述べられ，別紙見直し

(案）について，次の説明があった。

１．常置委員会

現行６つある常置委員会を改組し，担当事項

を見直し改正することにした。特別委員会は，

特別の諸問題を審議検討する趣旨で設置されて

いたが，現在は恒常化されているので，この趣

旨を踏まえて原則として解散し，改正される常

置委員会に吸収し，新たに第７常置委員会を設

け，研究，大学院，生涯学習を担当事項とする

ことにした。改組時期は，平成７年11月を予定

している。改組による委員会委員の構成は，第

７常置委員会の設置に伴い，各常置委員会から

委員２名を推薦する。推薦された委員は，次回

の委員改選期（平成９年６月）までの間は，両

委員会委員を兼ねる。最初の委員長は会長が指

名する。

２．特別委員会

特別委員会は常置委員会の改組に伴い解散す

悶

銅
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小委員会のあり方等について，意見交換があっ

た。

ついで委員長から，意見集約が行われ，第７

常置委員会に生涯学習を置くことには賛成であ

る。しかし，生涯学習は今後の動向を考えると，

常置委員会が相応しい。課題によっては同委員

会のもとに,小委員会を設けることもあり得る。

このほか第７常置委員会の構成員数の増，教養

教育の問題，医学教育に薬,歯を含める配慮等，

本委員会の意見として伝えることが，了承され

た。

以上をもって本日の議事を終了した。

要がある。したがって大学院問題と並行して

考えて行くべきである。

○教養教育は，今後大学が重点的に関わる課

題の一つである。学部教育での議論を期待し

たい。

○新設される第７常置委員会は，他の委員会

と比較して構成員数が少ない。委員会の担当

事項によっては，構成員を増やすべきではな

いか。

○特別委員会の設置期限は，名称，課題の性

格からして，２年以内としたのは妥当と思う。

以上の他，各常置委員会の担当事項の内容，

Fv1

Ｐｂ

「

〆､忠、

(第85回）入試改善特別委員会

平成７年10月23日（月）１５：００～１６：５０

国立大学協会会議室

井村委員長

坪井，平林，石ﾉ||，市川，天野（郁)，吉田，天野（正）各委員

松井臨時委員

（文部省）近藤大学課長，大槻大学入試室長，錦戸大学入試室企画係長

（大学入試センター）平川副所長，石井事業部長

日時

場所

出席者

(毎Ⅲ

井村委員長主宰のもとに開会。

〔議事〕

関を通じて公表し，さらに広く意見を求めた。

その結果，得点調整の廃止と枝間配点の公表に

ついては，特にご意見はなかったが，追試験の

廃止については，高校教員を対象に開催した説

明協議会で，国公立大学への受験機会を失わせ

ることになるので反対という意見や，止むを得

ず廃止した場合には何らかの救済措置を講じて

ほしいとの要望があり，また，高校長協会との

会合，大学審議会の大学入試に関する専門委員

会でも，やはり廃止した場合の救済措置等につ

いて意見が出された。

そこで，平成９年度以降，当面追試験を存続

することとし，追試験廃止の提案を撤回させて

いただくことにしたい。今後，国立大学協会，

肉

/R認皀、
1．報告事項

（１）大学入試センターからの報告

大学入試センターの平川副所長から，平成９

年度以降の大学入試センター試験について次の

ような説明があった。

大学入試センターでは，平成９年度以降の大

学入試センター試験の追試験及び得点調整の廃

止並びに枝間配点の公表について，これまで国

立大学協会，公立大学協会，高等学校長協会等

関係団体のご意見を伺い，基本的にご了承をい

ただいたうえで，去る５月31日にこれを報道機

Ｆ、

f恥
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ととし，この旨去る６月１日開催の理事会及び

６月13日，１４日開催の総会に諮り，ご了承を得

た。そこで，この原案を６月23日付で各大学長

宛に送付し，ご意見等があれば９月30日までに

回報されたい旨照会したところ，特にご意見は

なかった。したがって，これを本委員会の最終

原案として，来る11月６日開催の理事会及び１１

月15日，１６日開催の総会に提出することとした

いが，よろしいか。

ついで，松井臨時委員から，平成９年度実施

要領（案）等の前年度との変更点等について説

明があり，原案の理事会及び総会への提出が了

承された。

引続き委員長から，去る７月８日付で各大学

長宛に会長名をもって行った「平成９年度入学

者選抜における第２次試験（一般選抜）の実施

(予定)について｣についての調査結果について，

次のように報告があった。

調査は，各大学の①前期日程，後期日程それ

ぞれの募集人員,②国大協申合せにもとづく「分

割」の例外措置，③後期日程試験の合格者発表

期日，について伺った。まだ未定の大学も一部

あるが，これまでの集計結果によると，前期日

程の募集人員と後期日程の募集人員の比率は，

前期日程が約72％,後期日程が約28％であった。

また，「分割｣の例外措置は20数校で実施を予定

されているが，それらの募集人員数は全体の

1.8％程度と僅かである。それから,後期日程の

合格者発表期日は，３大学が３月24日としてい

るほかは３月23日までに発表されるということ

であり，私立大学の入試への影響は殆どないと

思われる。

以上のような報告について，○例外措置の申

合せに抵触するおそれのあるケースの取扱い，

○前期日程と後期日程の募集人員比率のバラン

公立大学協会，入試センターや文部省の関係委

員会等のご了解を得たうえで，入試センターと

して12月中に最終決定したい考えである｡なお，

得点調整の廃止と枝間配点の公表については予

定どおり平成９年度から実施したい。

以上の報告について次のような意見があっ

た。

○追試験の廃止ということについては，問題

作成上の難しさとか,費用とかの問題以前に，

小さい母集団で多くの科目の試験を行いどの

ように評価を客観化できるか，ということが

より大きな問題としてあると思う。

○入試センター試験は，過去の出題との重複

を避けるだけでなく，私立大学や予備校など

でも出題されてない問題を出すことにしてい

るが，それに囚われ過ぎると逆に問題の質を

悪化させるおそれがある。入試センター試験

の出題のあり方，試験の基本的性格等につい

て将来検討が必要と思う。

○すべての国立大学が行う必要はないと思う

が，受験生に止むを得ない事情がある場合，

阪神大震災の際に行った特例入試に準じて，

大学の判断で救済措置を講じることを認める

ことも考えられてよいのではないか。

同

鰯

Ｉ

'1HUM191
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2．国立大学の入学者選抜についての平成９年

度実施要領，実施細目（案）の作成について

委員長から次のように述べられた。

前回委員会（平成７年５月12日開催）におい

てご審議いただき，平成９年度実施要領，実施

細目各案を基本的にご了承いただいたが，その

後，私立大学側から要望があった試験日程につ

いての要望を踏まえ，３月24日を期限とする後

期日程試験の合格者発表について「できるだけ

３月23日（日）まで」とすることを付記するこ

俵へ

綴
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現在より50万人以上減って150万人程度にな

る。最近５年間の出生数は125万人から122万

人程度であり，長期的にはさらに減少するこ

とになる。そうなると，問題は入試の問題に

止まらなくなる。入試の中期的展望は第２常

置委員会で検討していただきたいが，国大協

全体として,２１世紀の高等教育のあるべき姿，

特に国立大学として果たすべき役割について

検討し報告をまとめることも必要ではないか

と思う。

○２１世紀に入って数年後には，１８歳人口は現

在の６割程度の120万人台まで下がる｡そうな

ると，「分離分割｣入試に大学内部から問題が

出てくるようになるのではないか。そういう

点も含めて，中・長期的展望をもって入試の

問題を検討する必要がある。

○受験生の数が減ってくる時代にあっては，

おそらく大学間の差異が一層鮮明になるので

はないか。米国では既にそうなっている。競

争しないと入れないセレクティブな大学，コ

ンペリテイブである程度競争はあるがそれほ

ど激しくない大学，高校を卒業していれば誰

でも入れるフリー･アドミッション型の大学，

という具合に今後層が分かれていく。このた

め,全体としては入学が容易になるとしても，

その中で分化がすすゑ，国立大学も98大学全

部が同じカテゴリーということはあり得ない

し,学部によっても違いが出てくるであろう。

そうなると，国立大学全体としてどうするか

だけでなく，学部にまで踏み込まなければリ

アルな議論にはならない。これは，入試セン

ター試験の利用の仕方とも関わり，国大協と

してどこまで議論できるか難しい問題であ

る。

○１８歳人口が減少する中で，今後国立大学の

ス（努力目標としての比率と各大学・学部の自

主性尊重との兼合い),等について意見が交わさ

れた。

f内

3．国立大学協会の組織の改革について

委員長から次のように述べられた。

去る６月総会において，国大協のあり方につ

いて討議した結果，委員会の組織運営を見直す

こととなり，常務理事会（会長，副会長，各常

置委員会委員長で構成）にその見直し案の作成

を委ねた。その後開催の理事会（７月18日及び

９月13日開催）で検討が行われ，①常置委員会

を現在の６委員会から７委員会に改組するとと

もに，現行常置委員会の機能を考慮し，また，

新たな課題を加え，所掌事項を若干変更する。

②現在の特別委員会は，原則として常置委員会

の改組に伴い解散する。また，特別委員会の設

置の必要があるときは，理事会に諮り２年以内

を期限に設置することにする。③改組の時期は

11月開催の理事会，総会に付議，決定された後

とする，という基本方針のもとに組織改正案が

作成された。これが，来る理事会（11月６日開

催）の議を経て総会（11月15日，１６日開催）で

認められると,本委員会は解散することになる。

前回第２常置委員会との合同委員会（５月１２

日開催）で議論し，「分離分割入試統合」の問題

が終れば本委員会は解散し，今後入試に関わる

問題は第２常置委員会で取扱うことが基本的に

ご了承いただけたと思う。ついては，入試の問

題について，組織改編後第２常置委員会で何を

検討していただくべきかということを含めてご

意見を伺いたい。

以上のように述べられたのち，次のような意

見交換が行われた。

○２１世紀が始まる平成13年には，１８歳人口は

侭
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両者の内容はかなり異なる。入試センター試

験もレベルの異なる２種あれば，ある大学は

資格試験的に，またある大学は選別機能とし

て利用することが可能になる。

○たとえば，後期試験については，必ずしも

入試センター試験の受験を条件にしなくとも

よいということにすると，前期試験と後期試

験との差異が鮮明になり，大学として相当思

い切ったことができるのではないか。

○各大学の入試の一部を共同化するという共

通第１次学力試験の発想が入試センター試験

に引継がれ，依然として国立大学はすべてこ

れを利用するものとの縛りがかかっている。

入試センター試験を高校段階の学力の到達度

を測る「学力検定試験」とし，たとえば平均

得点で60点をとれば２次試験を受けられる，

ということにでもすると，入試の姿はもう少

し違ってこよう。

歴史的にみると，共通１次試験の前に能研

テストがあり，これはテストの結果を使うか

使わないかは大学の自由とされたが，利用率

が低く，しかも反対があって廃止された。そ

れに凝りて，すべての大学が利用する形で共

通１次試験が始まり，入試センター試験に至

った。しかし，経験を重ね，入試センター試

験は標準的な良いテストだという評価が定着

し私立大学も多く利用するようになっている

のだから，もうこの縛りを外してもよいので

はないか。また，「大学入試センター試験｣と

いう名称を変えることも検討されてよいので

はないか。

○イタリア，イギリス，フランス，ドイツ，

スイスなどのヨーロッパ諸国では,｢後期中等

教育修了認定試験」を行っている。わが国で

も，将来的には，「大学入試センター試験｣を

中で定員割れが出てくる可能性がある。入学

者の選抜について，後期試験である程度工夫

されてきているとはいえ，依然として知識偏

重になっていないか。もっと入試のあり方を

根本的に考えていかないといけないように思

う。この夏に，国大協の訪米調査団に参加し

幾つかの大学のアドミッション・オフィスの

責任者からアドミッションのポリシーを聞く

機会があったが，どの大学も単一の指標で入

学者を選考している例はなかった。

○入試センター試験を足切り的に使うことに

抵抗感が強い。しかし，得点順で選抜してい

るかぎり，もっと多様な選抜をすべきといっ

ても，これが伽になって１点差を競う結果に

なってしまうし，科目が分化してくるとます

ます点取り主義が強まることになる。入試の

ビジョンを考えるとき，入試センター試験の

あり方も問題になってくると思う。

○新学習指導要領の実施に伴い同じ選択科目

でもＡ（２単位）科目とＢ（４単位）科目に

分かれたが，試験でそのいずれを指定するか

は各大学が判断することであって，国大協と

して一律に調整することは適当でない。これ

まで国大協がやってきた護送船団方式はそろ

そろ見直す時期にきているのではないか。入

試センター試験もその意味で，複数の試験問

題にすることも考えないと，対応できなくな

るのではないか。

○わが国の大学入試は，殆ど普通科高校の１８

歳を対象にしているからホモジーニアスなも

のになる。このまま受験生の半減期を迎える

と，さまざまな歪糸が出てくるのではないか。

社会人や留学生をどう受け入れていくかポリ

シーが必要だ。

○米国のＳＡＴは，「１」と「２」があって，

衛

鉤
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「後期中等教育修了認定兼大学入学学力検定

試験」にするということも考えられる。そう

すれば,｢毎年でも出題される基本問題｣と｢各

年ごとの新しい問題」等出題でき，また，大

学入学者選抜における位置づけを現在以上に

明確にすることができる。

○米国でも英国でもナショナルテストには熱

心である。高校教育の改革と学力評価をどう

するかという問題は今，切り離して考えられ

ているが，カリキュラムを多様化すればする

ほど，基本的なミニマムはきちんと学習する

ようにしておくことが必要になる。そうでな

いと大学の教育がますます難しくなってしま

う。

○大学入試は良きにつけ悪しきにつけ初等中

等教育に及ぼす影響は大きい。大学の試験科

目が少なくなれば，受験生はそれに応じて試

験勉強をする。受験生が減ったとしても国立

大学の入試は５教科を維持することが必要と

思う。

以上のような意見交換があったのち，委員長

から次のように述べられ，了承された。

本日いただいたご意見を踏まえ，第２常置委

員会に対し，ワーキンググループを組織するな

どして入学者選抜のあり方について検討され，

その中期ビジョンをつくっていただくようお願

いすることにしたい。

の個人別成績開示請求について

大学入試センターの石井事業部長から，次の

ように説明があった。

横浜市立大学の学生から，大学入試センター

試験及び個別学力検査の個人別成績の開示を求

めて国と横浜市を相手に訴訟が起こされている

が，これに対し，入試センターとしては，入試

センター試験の前身である共通第１次試験を実

施するについて，国大協がその成績の取扱いに

関し決めた方針(｢共通第１次試験は入学試験の

一部であり，その結果を進学指導に利用させる

ものではないので，試験の結果は志望大学のみ

に通知し，本人及び高校には通知しない｣)に従

って，これまで通り非開示として対応すること

にしていることをご了承おきいただきたい。

（２）平成９年度以降の大学入試センター試験

に係る成績提供について

大学入試センターの石井事業部長から，平成

９年度以降の大学入試センター試験について，

新教育課程履修者が誤って旧教育課程履修者用

の科目を解答してしまった場合や，指定された

解答問題数を越えて解答してしまった場合の各

大学への成績提供の方法について説明があっ

た。

以上をもって本日の議事を終了し，最後に委

員長から次のように挨拶があった。

国大協の組織改革が今度の総会で承認される

ことになれば，本日が入試改善特別委員会の最

後の集りということになる。委員各位には長い

間ご協力を賜り，心からお礼を申し上げたい。

値UP
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(1)大学入試センター試験及び個別学力検査
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駒

第97回総会国立大学協会事業報告

(注）第96回総会より今総会まで

1．諸会合（38回）

(1)第96回総会

７．６．１３（火）

６．１４（水）

駒

(2)事務連絡会議

７．６．１６（金）

揮彌，、

(3)理事会

７．６．１３（火）

１１．６（月）

(4)常務理事会

７．７．１８（火）

９．１３（水）

F息『

(5)常置委員会（22回）

１）第１常置委員会（大学の組織・制度，研究・教育体制）

（主要審議内容）①大学審議会の「教官の任期制」に対する意見及び「高等教育の一層の

充実について」に対する意見

②学術審議会「２１世紀に向けての研究者の養成・確保について」に対す

る意見

③国立大学協会の組織運営の見直しについて

（委員会開催状況）

７．６．１４（水）常置委員会

10.24（火）常置委員会

２）第２常置委員会（学科課程，入学試験等）

（主要審議内容）①高等学校総合学科卒業の入学志願者への対応について

②平成８年度国立大学追加合格決定業務に係る入学手続き状況に関する

情報交換事務取扱要領について

鋼
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③平成９年度からの大学入試センター試験について

④国立大学協会の組織運営の見直しについて

（委員会開催状況）

７．６．１４（水）常置委員会

10.27（金）常置委員会

3）第３常置委員会（学生の厚生補導）

（主要審議内容）①外国人留学生の学生生活等に関するアンケートのまとめについて

I弓?、

念
②就職問題関係について

③国立大学協会の組織運営の見直しについて

（委員会開催状況）

７．６．１４（水）常置委員会

９．５（火）常置委員会

９．５（火）第５常置委員会との合同委員会

１０．９（月）第５常置委員会小委員会との合同小委員会

10.20（金）第５常置委員会との合同委員会

4）第４常置委員会（教職員の待遇改善）

（主要審議内容）①専門行政職俸給表適用審査基準について

②国立大学教官等の待遇改善に関する要望について

③人事院勧告の取扱いに関する要望について

④国立大学協会の組織運営の見直しについて

（委員会開催状況）

７．６．１４（水）常置委員会

７．１７（月）小委員会

９．４（月）小委員会

９．２８（木）小委員会

10.17（火）常置委員会

5）第５常置委員会（大学間の協力）

（主要審議内容）①ＵＭＡＰ小委員会の今後の取扱いについて

②国立大学協会訪米調査団について

③日米学部学生短期交流について

Jq鰯:､し

｢向

F5、

/鯨騒、

f魚$

④外国人留学生の学生生活等に関するアンケートのまとめについて

⑤国立大学協会の組織運営の見直しについて

(委員会開催状況）

７．６．１４（水）常置委員会

６．２０（火）訪米調査団打合せ会

ERPb
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９．５（火）ＪＵＳＳＥＰ小委員会

９．５（火）常置委員会

９．５（火）第３常置委員会との合同委員会

1０．９（月）第３常置委員会小委員会との合同小委員会

10.20（金）ＪＵＳＳＥＰ小委員会

10.20（金）常置委員会

10.20（金）第３常置委員会との合同委員会

6）第６常置委員会（大学財政・学費）

（主要審議内容）①平成８年度税制改正に関する要望について

②平成８年度概算要求事項について

③学生納付金（授業料）に関する要望について

④国立大学協会の組織運営の見直しについて

（委員会開催状況）

７．６．１４（水）常置委員会

９．２５（月）常置委員会

f句

肉

〆:露、

(6)特別委員会（９回）

１）医学教育に関する特別委員会

（主要審議内容）①医学部・歯学部・附属病院の課題とその改善についての予備調査につ

いて

②国立大学協会の組織運営の見直しについて

（委員会開催状況）

7.10.25（水）特別委員会

２）大学院問題特別委員会

（主要審議内容）①「国立大学大学院に関する調査」の中間報告書（案）について

②最終報告書の作成について

③国立大学協会の組織運営の見直しについて

（委員会開催状況）

７．９．２９（金）特別委員会

３）学術情報特別委員会

（主要審議内容）①国立大学協会の組織運営の見直しについて

（委員会開催状況）

7.10.18（水）特別委員会

４）教員養成制度特別委員会

（主要審議内容）①「大学における教員養成への提言」について

鰯

慰

ﾉﾘ魚顯、
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祠ｂ
②附属学校の意義と役割に関する調査について

③国立大学協会の組織運営の見直しについて

（委員会開催状況）

７．７．７（金）小委員会

９．４（月）小委員会

10.27（金）小委員会

10.27（金）特別委員会

5）入試改善特別委員会

（主要審議内容）①国立大学の入学者選抜についての平成９年度実施要領，細目（案）の

作成について

②国立大学協会の組織運営の見直しについて

（委員会開催状況）

7.10.23（月）特別委員会

6）生涯学習特別委員会

（主要審議内容）①国立大学協会の組織運営の見直しについて

（委員会開催状況）

7.10.16（月）特別委員会

f罰

’9割､■、

ｆＲ９Ｉ

(7)その他の諸会合等（７回）

７．７．２４（月）ニュージーランド大学長協会との学術交流協定締結

７．１７（月）就職問題懇談

７．１７（月）全国大学高専教職員組合との懇談

９．２８（木）就職問題懇談会

９．２９（金）全国高等学校長協会との懇談会

10.17（火）全国大学高専教職員組合との懇談

10.20（金）オーストラリア連邦雇用教育訓練省ロジャー・ピーコック国際局長との

懇談

狼、

’日1Mm、

2．要望その他の諸活動
rFL

7．７．１２（水）

８．２１（月）

教官の待遇改善に関する要望書提出

大学審議会「大学運営円滑化のための具体的方策について」に対する意

見提出

大学審議会「大学院の教育研究の質的向上について」に対する意見提出

学術審議会「２１世紀に向けての研究者の養成・確保について」に対する

意見提出

8.24（木）

9．６（水）

J句ト
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“
人事院勧告の取扱いに関する要望書提出

平成８年度税制改正に関する要望書提出

国立大学の授業料について要望書提出

Ｊ
Ｊ
Ｊ

月
月
水

く
く
Ｉ

９．２５

９．２５

１１．８

3．要望書の受理

前回総会以後，本協会宛に提出された要望書等は次の通りである。

'Z、

津物・施設の充実と演習林関連経費８１余国大学演習林囲謹全

、増額Ｉ

演習林職員の充実

/彌顯､‘

６１３１全国大学高専教職員組合ｌ国立大学協会第96回総会

冗承Ⅱ垂笠術系職員の専行職適尿３１５１国立天文台職員組合

９１今日本教職員組合（全教）｜現行教員採用計画の別枠で新規採用者数｜教員養成特別妄

攻職員組合｜俸給の調整額、Ｆｉ２Ｒｌ今匡

攻養調〔肯の奴弓辱･ロＯ’第43回中国・四国地

駒

罰の増額Ｉ

切手及び教育・研究支援職員の待遇
周

劃際交流の諸問題
'1鰯鼠，

呈間から枡(用する教員の俸給基I震、

J雨

勢職員の組織充実．処遇９１全国大学附属農場協議会

施設・設備の充実と農場予算の増懸

fZ大学附属農場に関する補助金

侭

ZＯＯ

受付日 提出団体等 要望事項等 関係委員会

7．６．８ 全国大学演習林協議会 1．建物・施設の充実と演習林関連経費

の増額について

2．大学演習林職員の充実について

第４常置委員会

7－６．１３ 全国大学高専教職員組合

(全大教）

国立大学協会第96回総会に当たって（要

望）

第４常置委員会

7．６．１５ 国立天文台職員組合 技術系職員の専行職適用についての要望 第４常置委員会

7．６．１９ 全日本教職員組合（全教） 現行教員採用計画の別枠で新規採用者数

の拡大について

教員養成特別委

７．６．２８ 全国大学高専教職員組合

(全大教）

俸給の調整額の見直しに関する要望書 第４常置委員会

7．６．３０ 第43回中国・四国地区大学

一般教育研究会

教養教育の改善･改革について（要望書） 教養教育特別委

第６常置委員会

7．７．１７ 第45回国立大学工学部長会

議・総会

Ｌ学部別授業料制度の実施に対する反

対について

2．予算の増額について

3．助手及び教育・研究支援職員の待遇

改善，定員削減の廃止並びに充実につ

いて

4．国際交流の諸問題について

5．大学院学生を対象としたリサーチ。

アシスタント制度の導入について

6．民間から採用する教員の俸給基準の

改善について

7．地域協同研究センターの整備充実に

ついて

第１常置委員会

第４常置委員会

第５常置委員会

第６常置委員会

7．７．１９ 全国大学附属農場協議会 1．農場職員の組織充実，処遇および諸

手当の改善について

2．施設・設備の充実と農場予算の増額

について

3．公私立大学附属農場に関する補助金

の申請について

第４常置委員会

第６常置委員会
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4．刊行物
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月
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月
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｢会報第149号」

『会報第150号」

『文化学術立国をめざして－国立大学は訴える－』

｢国立大学協会訪米調査団報告書」

｢JUSSEP小委員会経過報告書」
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〃諸会合〃
平成７年、月～12月
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10月９日（月）１４：００第３常置委員会・第５常置委員会合同｡､委員会薑

16日（月）１２：００生涯学習特別委員会

17日（火）１０：００第４常置委員会

18日（水）１３：３０学術情報特別委員会

20日（金）１０：００第５常置委員会ＪＵＳＳＥＰ小委員会

１３：３０第５常置委員会

１４：00第３常置委員会

１５：３０第３常置委員会・第５常置委員会合同委員会

23日（月）１５：00入試改善特別委員会

24日（火）１４：００第１常置委員会

25日（水）１３：３０医学教育に関する特別委員会

27日（金）10：００教員養成制度特別委員会小委員会

１３：３０教員養成制度特別委員会

１３：３０第２常置委員会

jV、＝

/R蕊ミ

慰

肉

/弔慰､．

11月６日（月）１３：３０理事会

１５日（水）１０：００第97回国立大学協会総会〔第１日〕

１６日（木）10：００第97回国立大学協会総会〔第２日〕

17日（金）１０：００第64回事務連絡会議 d罰､

12月１日（金）10：３０教員養成制度特別委員会小委員会

15日（金）１３：３０常務理事会

２２日（金）１０：00第５常置委員会ＪＵＳＳＥＰ小委員会
侭！
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要望害

国立大学の授業料について（要望）

ＦＨ

平成７年11月８日

国立大学協会会長

吉川弘之
「

/鰯F1愚、 国立大学の予算につきましては，厳しい財政事情のなかで，種々ご配慮を頂いているこ

とに深く感謝の意を表します。しかし，明年度の予算編成に当たり，国立大学授業料の増

額改訂が検討されていると伝えられていることについては，国立大学協会として強い危倶

の念を表明いたします。

戦後教育改革の基本理念である教育の機会均等の原則を，高等教育の場で実現するため

には，国立，公立，私立大学を通じて，大学の授業料はできるだけ低廉であることが望ま

しいことは申すまでもありません。さらに，国立大学は，国と社会の要請に応え，広範な

各専門分野並びに各地域における有為な人材を養成し，学術研究を発展させることを，そ

の使命としています。このような国立大学の使命にかんがみれば，その授業料を定めるに

当たって，学生の柔を受益者として受益者負担の原則を単純に適用し授業料を値上げする

ことは，不適切であり容認できません。

国立大学の授業料は，昭和51年度以降ほぼ隔年毎に増額改訂され，平成７年度では昭和

50年度の12.4倍に達していますが，これに対し同期間の物価上昇率は1.8倍であります。と

りわけ，最近の厳しい経済状況の下で，今年度の人事院勧告率，消費者物価指数とも１％

を下回るなど各種経済指標は近年になく低い伸び率となっており，学生納付金の増額が家

計に及ぼす影響は極めて大きいものがあります｡このような状況の下での授業料値上げは，

家計における教育費負担の更なる増大を招来し，高等教育の機会均等の最小限の保証をも

奪いかねず国と社会が必要とする人材の育成をはばみ，我が国の未来を危うくすることが

懸念されます。

また，従来，専門分野間の授業料格差導入が議論されてきましたが，専門分野によって

授業料が異なりますと，家庭の経済力の差により，専門分野を選択せざるを得ない事態が

生じ，結果的には高額を要する学部への進学を阻害することになります。このことは，学

生が自己の能力と適性によって希望する学部に進学することを保証してきた国立大学の在

、【

1翁

〆顯、
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I窟、

り方，目的にかんがみ，到底容認できないところであります。

我が国が標傍する科学技術創造立国・文化創造立国の達成には，この目的にふさわしい

人材養成と学術研究のための高等教育を全国各地域に展開・発展させることが不可欠の要

件であります。これに影響することの大きい国立大学の授業料については，既に繰り返し

要望してきましたが，』慎重な取扱いを頂きたく，ここに重ねて強く要望いたします。

〔要望先；大蔵大臣〕

肉

(嗣騒、

ｲﾔ訂

厨

'91銀、

侭！
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資料

留学成果の向上と受入拡大のために

一外国人留学生の学生生活等に関するアンケートからの報告一

『、

平成７年10月２０日

国立大学協会

第３常置委員会

第５常置委員会

'

俵､穂、

昭和58年中曾根内閣時代に提言された「留学生受入れ10万人計画」の方向に基づき，留学生総数

の順調な伸びに伴い，５万人を越える外国人留学生が日本で勉学に励むこととなり，国立大学98校

において総数19,740名（うち大学院・研究生18,465名）を受入れるに至っている。これに伴い，各

大学でさまざまな問題を指摘されるに至り，大学側および留学生にアンケート方式により，これを

集めたものである。その多くは既に指摘されていることであるが，新たに浮び上がったところもあ

り，今後より詳しい調査を必要とする部分もあろうが，大きな傾向をつかまえることはできている

ものと考えられる。
《雨

１．日本語能力の現状と抜本的改善策の必要

(1)ある外国語を成年近くになってから学習を始め，現地の大学での専門教育を享受しうるレベル

に達することは一般的にも容易でない。とりわけ日本語は,欧米や多くのアジアの言語と異なり，

また，漢字を利用することから，日常会話はともかくとして専門教育を受けるに十分な習得は長

年を要することに加え，海外における日本語教育の普及がそれほどは進んでいないため，渡日前

に大学における専門教育をうけるに足るだけ習得することは極めて困難である。留学生の大半は

来日後はじめて本格的に日本語を学び，場合によってはその初歩から始めることともなる。その

際非漢字圏の留学生にとっては漢字習得が大きな壁となっている。

(2)留学において成果を挙げるためには，

①日常生活（交通，買物，病気等）を他人の助けを借りずに一応営糸，

②指導教官との個人的会話で,専門内容についても意志疎通が成立し，その指導を受け得る，

③日本人向けに開講されている講義を理解し，また演習において検討に参加し，

④専門分野でレポート・論文を作成する，

こと。とりわけ，少なくとも③のレベルに達しなければ一般には留学に実りのある成果は期待し

えない。

(3)文部省の国費研究留学生に対する６ケ月集中の予備教育は留学生センターで実施され,600時間

１０，

'丙

/録HP、

〆､
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程度の日本語学習の機会が与えられる。このようなケースは限られており，私費留学生にはこの

ような大学における予備教育はない。そのために，各大学で日本語補講を開設し，日本語能力の

向上に努力している。しかし，専門科目学習との競合，総講義時間数，集中度，担当教員，財政

支援などの点で，極めて不十分であり，日本語能力の抜本的改善にまでは達していない。

(4)日本留学を希望する者に対し，日本語能力を（留学決定後であれ）渡日前にどこまで要求すべ

きか，また，実際にできるかは一概に決しえない難しい問題である。学部レベルの私費留学生に

は日本語能力試験１級を目安としているが，実際の受入れは最終的には大学院レベルも含め各大

学の裁量に委ねられている。留学生受入れに積極的であろうとすれば，いきおい日本語既習能力

を深く問われないことになる。近時はそのために，講義聴講，指導だけでなく渡日後の日常生活

まで広い範囲にわたり様交な問題を生むこととなっている。

(5)受入大学においても，日本人学生に対して要請されているように，教官が筋の明快な分かりや

すい講義を目指すこと，また，分野によっては英語による修士論文・博士論文作成を認あるなど

の工夫が必要である。

(6)留学生の日本語能力の抜本的改善のためには，文部省・大学が一体となった高等教育のための

留学前の日本語予備教育を充実し，国の内外に展開すること，日本語教育専門家の養成の充実・

拡大，日本語教育法の改善などが強く望まれよう。留学生に十分な日本語能力があれば，多くの

問題が解決し，受入れに弾象がつくであろうと本アンケートから読み取れる。当面の方策として

は各大学に配置される日本語・日本事情指導教官の増員による日本語の指導への強力なバックア

ップおよびホームステイの推進といったものが考えられる。

(7)また，高校３年間を日本で学んだ外国人留学生に対し，国立大学においても入試方法の多様化

の趣旨を生かした（留学生）特別選抜方法を導入することが考えられる。

1局

＆

徳リ

.'?；葱!、

綴〕

dF5I

２．教育・研究指導

(1)上述の日本語能力とは独立して，受入大学の中には留学生の基礎学力，基礎訓練の不足を指摘

し，また留学生の一部には，勉学態度に問題があるとするものがある。

(2)渡日前の教育では，日本での専門教育を受けるための前提が染たされていない場合，例えば数

学について日本の大学での講義・研究に十分な知識がないことはありうることであり，そのため

に日本語能力があってもついていけないことがありうる。これを一概に受入れを拒否することは

適切ではないとしても，何らかの手当を必要とする。現在は各自のレベルがさまざまで，それぞ

れに個別指導を必要とし，これを更に日本語能力が乏しい中で行うことが指導教官に多大な負担

となっている。この負担を軽減させるために留学生受入れに伴う教官の増員を行うとともに，そ

の機能を十分に発揮させ，また，課外補講・チューターによる指導を拡充するための予算措置を

留学生数に応じて充実させるようにする必要がある。

(3)さらに，そもそも高等専門教育に対する一般的理解あるいは意欲が欠けている場合も見られる

ことが指摘される。また，素行が著しく不良な者あるいは成業の見込糸の極めて薄い者に対して

/H5m1Phi

侭､
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侭､
Ｉ土，国費・私費を問わず早期に帰国を促す等の措置をとるようにすることが必要であろう。

(4)選考方法については，学部レベルの留学生選抜のために（財）日本国際教育協会の実施する私

費外国人留学生統一試験の海外会場を大幅に増加させ，これをできるだけ受けさせ，また，大学

側もこの結果を活用するようにすることが考えられる。

(5)国費留学生(国内選考生およびとりわけ国外選考生)，政府派遣留学生，さらに私費留学生につ

いてその選抜・受入れの改善は国立大学に共通の課題であって，効果的方策の樹立のためのプロ

ジェクトチームを作る必要があろう。

(6)人文・社会科学系の学位取得については，近時かなりの改善が家られるものの，なお前向きの

努力が望まれる。

(Tvb

/鍜顯、
３．経済的条件

(1)経済的に一般には恵まれない立場にある私費留学生の場合は，これに加え多くの場合アルバイ

トに向かうこととなり，このために時間とエネルギーが割かれ,ただでさえ足りない時間の中で，

本来の勉学に専念できないために，学業成績が芳しくない場合も生じうる。

(2)私費留学生に対し，安定した勉学ができる奨学金の提供が望まれる。独自の奨学金を設けてい

る国立大学も多いが，留学生の生活費を十分に賄える程度の給費のあるものの数は，極めて限ら

れている。このため国費留学生受入れ枠を拡大することに加え単価の引き上げが望まれる。

(3)また多くの場合，低廉な宿舎が提供されることが大きな助けとなると思われる。国立大学にお

ける留学生宿舎については，年次的，計画的に整備されているが，新規渡日者を優先することが

多く，入居期間は１年に限られるものも多い。留学生の経済条件の改善のために，宿舎の建築の

推進とともに，留学生数の急増の中で借上宿舎，宿舎補助（保証金，敷金，仲介料も含め）が不

可欠である。地方公共団体や公益法人等が（財）日本国際教育協会の留学生宿舎建設奨励金を活

用して積極的に宿舎建設に取り組むことが期待される。

(4)留学生にふさわしいアルバイト先を開拓，紹介すること，また法務省の入国管理局と合理的な

アルバイト規制をめざし協議することが必要であろう。

f己

練、

/TTHm画

４．日本での生活

(1)留学生の多くはまず，入国についてピザ取得のために苦労があり，また，更新についても簡単

ではない。とりわけ，入国に際しての入国管理局に対する身元保証人を見出すことが難しく，現

状では多くは指導教官が引受ける。教官が入管地方本部（大学所在地から離れたところに所在す

ることも多い）へ年間収入証明の提出あるいは出頭まで求められ，時間と加えて，精神的ストレ

スを感じている。機関保証の導入により今後の改善が期待される。

(2)来日後直ちに，または大学等の公の宿舎に落ち着いても，多くは年限を限られており，しばら

くのちにであれ，いずれにしても民間住居を見出す必要がある。言葉の不自由に加え，日本独特

の高い敷金，手数料および入居時の連帯保証人を用意する必要がある。このため留学生は非常に

｢句､
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苦労している。住居探しのための敷金を賛付ける制度をもつ大学は未だ限られている。

(3)入国時の公法上の保証人問題とは異なり，民間宿舎への入居契約時の貸主に対する私法上の連

帯保証人は，現在指導教官の最も関心の強い問題となっている。住居の連帯保証人は入国保証人

とは異なり，留学生の質料不払い，出火等に基づく損害賠償責任の実質的経済負担の可能性が常

に存在する。しかも指導教官が保証人として支払を強いられても，実際には留学生から取り立て

えない。住居確保の必要からやむをえず指導教官が連帯保証人となることが多いが，留学生の住

居退去・帰国まで気が休まらないというのが現状である。入国身元保証人とは異なり，こちらの

ほうが現実には問題が深刻である。指導教官の本来負担する必要のない心労を早く解消する必要

があろう。民間宿舎入居に際し，保証人制度にかわる制度（例えば保証機関の樹立など）の早急

な開発が望まれると共に，当分の間は（財）内外学生センターの住宅総合保険制度を活用するこ

と，各大学において国際交流のための基金を充実させ，求償権が行使しえないケースの財政援助

を考えるなどの方策が望まれる。

(4)国立大学の場合に圧倒的多数を占める大学院・研究生の場合は年齢も高く，また滞在も長期に

わたるため家族を伴うことが多い。単身者と異なり，住宅問題が一層深刻であると同時に，家族

の日本語能力が欠けていることも多く，その病気の場合など留学生本人が付き添い，あるいは研

究室のメンバーが手助けをするなど負担が大きい。他面，本人の情緒安定，家族での生活体験の

共有などプラスとなることもある。この側面を考えて，家族への日本語教育や地域における留学

生受入れ事業の推進など大学を越えた支援が望まれる。

(5)留学生について，例えば，交通事故（被害あるいは加害事例）に遭遇するなど，種点のトラブ

ルに巻き込まれるとその後の処理が，日本語の問題，日本の法制度の認識の低さ，援助しうる親

族がいないことなどによって，大変複雑となり，多くは指導教官が前面にでて奮闘せざるをえぬ

こととなり，心身ともに消耗する。こういった事例の処理について事務職員を増員し，それとの

連携を図ることなどによって，法的・経済的な側面での援助をも含んだ大学全体の支援体制を確

立し，指導教官の負担を抜本的に軽減する方策が望まれる。

(6)地域との交流について，各都道府県毎に留学生交流推進会議が設立され，また各大学所在地と

もさまざまなイベント，試みが行われている。留学生はその意義を認めているが，－日限りのも

のでなく，日常的・継続的なものがより望まれているように思われ，なお一層の工夫を要するで

あろう。

(7)なお，留学生の中に，日本社会の閉鎖性あるいは外国人に対して平等の態度で接しない場合が

感じられるとの指摘があり，日本全体の課題といえよう。

(8)日本とは衛生状況の異なる地域からの留学生（およびその家族）の入国時のチェックおよび滞

在中の健康診断および病気治療について，実効を伴う適切な配慮が必要であろう。とりわけ，本

人および家族の健康保険（もしくはこれに代わるもの）が滞在中引続き効力を有することが担保

されるべきである。またメンタル・ケアについても充実が望まれる。

肉
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５．支援事業体制の確立等

(1)大学において留学生受入れが比較的スムーズに行われているところは，いずれもベテランの担

当職員の献身的努力によっているように思われる。国立大学においては留学生課の設置や留学生

事務担当職員の配置が年々進められているが，引続き増員を行うとともに，職員がある程度の期

間引続き留学生関係業務が行えるような配慮をすることが必要である。また，ホームステイの開

発維持といった任務も，このような支援事務体制があってはじめて実際的に可能となるものであ

ろう。また留学生センターの機能の一層の充実および拡大が望まれる。

(2)故国から離れて生活する留学生が一時的な金銭貸与を容易に受けうるシステムがあることは留

学生にとって貴重であり，大学によっては有効に利用されている。国立大学では回収の事務手続

も複雑，煩墳であるが，大学内の国際交流のための基金の機能を活用するなど一段の工夫が望ま

れる。

(3)単身留学生のホームステイについては，1年程度のものは日本社会にとけこみ，また日本語習

得のために極めて有効なものであるとされる。日本の住宅事情，受入経験の乏しさからまだ広が

っていない。国立大学以外では先駆的事例も見られるので，それらの経験を踏まえ，地域の幅広

い協力を得て，紹介・斡旋機関を設立するなど今後地道に発展させる必要がある。

(4)従来，日本への留学生は長期のまたとりわけ国立大学では，大学院クラスに向けられてきた。

しかし米国のジュニア゛イア゛アプロードや近時のヨーロッパのエラスムス計画，さらに，ＵＭＡ

Ｐ（アジア･太平洋大学交流)計画などにみられる学部学生の単位互換を伴う短期留学が大きくク

ローズ・アップされてきている。日本語ハンディを回避するため，英語の授業を開設するなどの

工夫が，国立大学においても始まっている。とりわけ短期であるだけに宿舎問題，また英語によ

る講義に加え，日本語履修を希望する者が多く，これへの対応を行うため必要な教職員の定員措

置が必要である。また短期留学生のための奨学金制度である短期留学推進制度の対象国，対象人

員等の拡大が求められる。

(5)留学生施策の改善のための基礎資料の収集のために，しかるべき機関による定期的な留学生実

態調査および帰国留学生に対するアンケート調査を導入・実施し，かれらの実態を常に把握して

おく体制を確立することが緊急に必要である。

(6)国立大学において，現実には最もきめ細かな指導を要する学生である留学生の受入れは殆ど定

員化されていないため，教職員の増加が殆どないままでは留学生受入数の増加は日本人学生のケ

アにまでしわよせがおよぶこととなっている。これが留学生受入れに伴う国立大学の最も大きな

課題と感じられており，この現状の改善が切望されるところである。

Ｆ冠
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(1)中曾根首相のもとで提言された「留学生受入れ10万人計画」は我が国の国際的貢献の一つとし

て留学生教育の重要性とその拡大の必要性を明言した点において長い目でみれば高い評価が与え

られるべきものと思われる。明治以降の今日の近代化が，西欧先進諸国からの援助によってはじ

r原、
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めて達成しえたこと，教官の多くが留学生を経て研究水準を大幅に向上させていることを考える

と，留学生に対し援助を行うことは歴史的責務といえる。また，エラスムス計画のような世界的

視野をもつ若者の教育は国際的リーダーとしての相互的義務である。

(2)これらの高い理想は，教職員がそれぞれ十分に理解はしても，現実に言葉の満足に通じない留

学生のために，あるいは民間不動産仲介業者を一軒毎に尋ねて住居さがし，保証金等を自分のポ

ケットマネーから立替え，実印を携えて連帯保証人となり，また家族が病気となれば夜中にかけ

つけタクシーで病院まで連れていく，あるいは勉学に関し通じない言葉で一生懸命指導するなど，

相当の苦労をしているのが現実である。

(3)留学生に関する問題は現在大学にとって最も早急な改善を要する課題の一つとなっていること

が実感される。これまで多くの難しい問題が殆ど指導教官はじめ関係教職員等の善意と友情，好

意に頼って処理されている状況もみられる。そのため現状では留学生の受入れは，大学教官が本

来の教育・研究に止らない任務を事実上広く引受けざるを得ず，さまざまな苦労と危険をはらむ

こととなる。指導教官が学問上の指導に専念しうるような体制に移行することが切望される。教

官と職員の役割分担・連携が確立すれば自ずと留学生受入れに積極的な教官の数も増えるものと

考えられる。

(4)外国の若くて優秀な人材を日本において立派に教育することは国立大学に課せられた重要な責

務である。また各大学の教育研究の国際化に寄与するものと考えられる。したがって留学生自身

にとって有意義な勉学の機会であるように，国立大学自身の受入れおよび指導体制の一層の改善

を図ることが必要である。これと並び留学生が勉学に専念し成果を挙げうるよう，関係機関によ

る多方面での施策が期待される。

②
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f罰

｢大学審議会組織運営部会における審議の概要一大学

教員の任期制について－」についての意見

平成７年11月２４日

国立大学協会

先般公表された標記の貴部会の審議の概要（以下「審議の概要」と略記）について意見を申し述

べます。以下の項目は「審議の概要」に則したもので，項目別に意見を述べた後に，総括的な意見

を付け加えさせていただきます。

f論

Ｉ

/観F、 １．任期制導入の意義

（１）人事の流動化による教育研究の活性化

①任期制導入によって人事交流が促進され，教育研究を活性化する面があることを否定するも

のではないが，反面，任期を設けないことによって長期的な教育研究計画の策定が可能になる場合

があることを十分に留意する必要がある。とくに，そのような計画の策定の責任を負うべき教授に

ついては，任期制がもたらすマイナスの効果が大きい。人事の閉鎖性は，比較的若い層の人事交流

によって是正されるものである。定年によって生じる教授の空席の補充が，一子相伝的に助教授が

昇格することによってなされることの弊害は，助教授以下の人事の停滞が主原因と考えられる。

また，米国において任期なしの任用（tenure）がマッカシーイズムが大学を脅かした時代にaca‐

demicfiPeedomを擁護するために広がったという歴史が教えるように，任期制の議論においてaca‐

demicfreedomを尊重するという視点が欠落しないことを強く希望する。

さらに，多くの国立大学においては，業績を挙げた人材の流出が大きな問題であって，自校出身

者の比率が高く人事交流に乏しいという批判が必ずしもあてはまらないことも申し上げておきた

い。

②任期制に伴い業績評価が行われることが教育研究の活性化をもたらす点については，任期制

の存在と業績評価が必ずしも直結するものではないことを指摘したい。全教員について定期的な業

績評価を行うことは任期制の有無に関わらず実施を検討するべきものであって，現に次第に実行さ

れつつある自己点検，自己評価ならびに第三者評価にこれを含めれば，導入するとしてもかなり長

期になると予想される教授の任期の期間に比してより短い間隔で実施され，教育研究の活性化には

より実際的な意義をもつと考えられる。なお，このような業績審査を既に永年実行している国立大

学があることも付記しておきたい。

また，再任を行わない任期制においては，任用された機関での業績評価は採用時だけに限定され

るので，例えばその機関での教育の理念を顧慮せず次の任用を念頭に置いて業績の蓄積に励むよう

な弊害が考えられる。教育・研究計画の策定に最も深く関わる教授についての任期制の運用には慎

重を期する必要がある側面の一つとして指摘しておきたい。
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さらに，教育についての業績評価は，実際問題として未だにその方法が確立していない現状を考

えると，任期制が一般に研究偏重を促進して教育の活性化にはプラスにならない危険性を孕んでい

ることも述べておきたい。

③任期制の導入が組織再編を円滑化する点については，その意義を全く否定するものではない

が，その効果をあまり大きく評価することはできないということを申し上げたい。組織再編の意思

決定に重要であるのは教授のポストであるが，個々の教授ポストが任期の到来によって組織再編の

ための転換が可能となることは，既に実施されている定年の場合と同様である。組織再編の意思決

定が学部等の教授会全体によってなされるので，個念の教授の任期満了とは直接には関係しないと

考えられる。

（２）多様な経験を通じた若手教育・研究者の育成

論旨に一般的には賛成であるが，学問分野および当該研究者の資質によっては「その道一筋」と

いうことを可能にする必要がある。

肉

f句

'91認、

２．基本的方向

任期制の導入，および導入するとすればその具体的な内容を各大学の判断に委ねることに賛成で

ある。任期制の対象となる職，任期制の導入を決定する機関等の大綱的事項について法令上明文化

する場合，大学における導入の形態および実施方法に大幅なヴァラエティを許すことに留意された

い◎
c勺

３．任期制の具体的な在り方

（１）任期制の運用

①任期制の対象教員

法令上すべての教員を対象とすることには必ずしも反対ではないが，運用面では教授については

例外的な場合を除いては任期なしが適当である。また助教授についても任期制は限られた範囲に適

用すべきである。助手については，研究者，教育者のキャリアの最初の職階である場合でも，職務

内容によっては任期なしが許されるべきであろう。また教育研究の支援職員とゑなされる場合も任

期なしが適当である。

法令改正に当たっては，現在の学校教育法に規定されている教授，助教授，講師，助手等の職務

を，より実態仁則した表現に改めることが必要である。例えば，助教授は教授に協力することがあ

っても，独立の研究者，教育者である能力が要求されるのが普通であるが，教授を助けるという現

行の定義では，それと整合性を持つ審査基準を定めることが難しい。助手については，職務に応じ

た区分と適切な名称変更がのぞまれる。

②再任の取扱い

再任が可とするか不可とするかは大学に任せることに賛成する。なお，ここで法令上任期制を定

義する際に，再任を認めない場合でも適当な転出先が見つからないときには，例えば，任期の１年
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きざ承の延長を認める等の措置を許すものとすることを主張したい。現在，法令に基づかないで任

期制を実施している例においては,このような措置によって制度が円滑有効に機能していることや，

米国等においても，大学教員については同様な措置が取られている場合が多いことを述べたい。

③任期の期間

学問分野や職種等によって事情が異なることなどを考慮して任期制を導入するとすれば，各大学

で定めることに賛成である。

（２）任期制の導入方法等

①任期制を導入する単位，導入の方法

各大学の判断に委ねることが適切である。一定の単位で導入することが望ましいとしても，その

単位は学部によっては学科あるいは教育課程であることも必要である。また，職種によって画一的

に導入することも適切でない。とくに助手の場合に留意されたい。

②導入を決定する機関

法令上評議会の議に基づき学長が決定するものとすることが適切である。

（３）任期制における評価・審査システム

①再任の可否の審査

再任の審査に当たって慎重を期することは当然であるが,外部には業績の評価を求めるとしても，

再任の可否そのものについて意見を求めるのは適切ではない。また，個点の教員の再任の可否と任

期制の適用の有無の決定は，採用と同様に教授会で行われるべきである。

②審査基準

研究教育両面の業績を審査することに賛成である。審査基準については，これを制定した場合に

は公表することが適切であるが，元来採用の場合においても採用の基準を具体的に定めることが困

難であることを想起すると，再任について具体的な審査基準を定めることは困難であると言わざる

を得ない。

（４）任期制の導入に伴う措置

任期制の導入と教育研究条件の整備をリンクさせることは適切でない。教育研究条件の整備の支

援が教育研究の活性化の度合に応じて行われることは適切であるが，分野によってはその効用がさ

だかでない任期制の形式的な整備の有無を直接にその指標とすることは望ましくない。任期制の有

無は，例え鵺自校出身者の割合という指標に比べても教育研究の活性化の尺度としてはより間接

的である。

一方，教育研究の活性化と切り離して，任期制導入を促進するための政策として教育研究の整備

の支援を取り上げることについても，慎重な検討が望まれる。この場合の組織全体に関わる教育研

究条件の整備の支援は，例えば，講座研究費の一律な増加等であると考えられるが，このような措

置を教育研究の業績の直接の評価を避けて行っても実施形態にヴァラエティが予想される任期制の

形式的な整備を促進するだけであろう。また，そのような措置が必要であるかどうかも疑問である。

現に法令上根拠がないにも関わらず任期制を実施している機関があることは，大学の自主的な努力
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F奇

が可能であることを示している。

なお，上記の議論は任期制の適用を受ける教員の待遇を，任期制によりこうむる不利益をカバー

するために任期制の適用を受けない場合に比して上昇させることを否定するものではない｡むしろ，

このような待遇改善は任期制導入に伴うべきものであることを強く主張したい。

総括

任期制導入を原則的に否定している現状も過度の制度硬直化であって，大学審議会組織運営部会

が任期制導入を審議するに至ったことは理解するものである。

しかし，任期制は，教育研究活性化の手段であって，それ自身を達成するべき目標となることが

ないよう，今後の審議において配慮されることを強く希望する。また，大学審議会の審議において

十分考慮されていると期待しているが，academicfreedomを正しく確保することの重要性を強調さ

せていただきたい。さらに，諸外国では，任期制を一律に大学教員に適用している例がないことに

関連して,諸外国から人材を獲得するときに任期が存在することが障害となることに留意されたい。

若年の研究者を任期つきで任用することについては，実際上既に実施されている機関があること

からも明らかなように，実態に応じて適切に導入されれば有意義な分野あるいは機関が存在する。

その際，ポストの数の増加および処遇の改善の措置が十分に実施されることにより，研究者への道

が若者を惹きつける十分な魅力をしつようになることが何よりも重要であることを改めて強調した

い。

‘毎）

/411M爵､

肉

(参考）

本意見は,平成７年11月24日付で吉川会長名により文部省高等教育局企画課大学審議会室長宛に次の送

付文を添えて提出いたしました。

「平成７年９月22日ご通知のありました標記の件について，国立大学協会総会で審議いたしました。そ

の結果意見iを求められたことについて,別紙意見を問題点を指摘するものとして提出することが了承され

ましたので，よろしくお願いいたします｡」
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侭ｂ

｢大学審議会大学教育部会における審議の概要一高等教育の

一層の改善について－」についての意見

平成７年11月24日

国立大学協会

最初に標記の「審議の概要」が今日の大学教育の問題点を詳しく指摘され，その改善の方向が適

切に述べられていることに敬意を表したい。当協会としては，いくつかの問題点については，「審議

の概要」に述べられている方向で既にその解決に努力しているが，なお多くの問題が存在すること

を自覚して努力を重ねる所存である。以下に今後の審議で留意していただくことを希望する二，三
の点を申し述べたい。

「審議の概要」の６頁の「３－層の改善のための方策」の冒頭の節「(1)全体のシステムの中で

の大学等の在り方」において，高等教育全体を－つのシステムとしてとらえる視点が述べられてい

ることに賛同するものであるが,学生の多様化に関してその視点から具体的な意見を申し上げたい。

一般に大学教育を希望する学生の多様化が進んでいることは「審議の概要」において指摘されてい

るとおりであるが，一つの大学あるいは－つの学部において，想定されるすべての多様性に対応す

るカリキュラムを用意することは非常に困難である。それぞれの大学において特色のあるカリキュ

ラムを編成するとき，一部の学生については過去に受けた教育だけでは準備不十分な部分が含まれ

ることは当然考えられる。その際，ガイダンスを与えることは必要であるとしても学生の自学自習

によって過去に受けた教育を補うこと，より適合した教育を求めて他の適当な教育機関を選択する

こと，さらに基本的には入学者の多様性をある程度制限する適切な選抜法の導入等が問題解決の方

法の選択肢に含まれていることを希望する。

関連して，「審議の概要｣10頁に，大学関係団体，協会等での＝アカリキュラムの作成が述べられ

ている。このことについては，その作成に当たって意見の一致を達成するまでに払われる労力に比

して，期待される成果が小さいことが懸念される。また，このようなコアカリキュラムの作成が，

大学教育の目的が一定量の知識の獲得にあるという誤解を招くことがないよう留意する必要があ

る。大学教育は自ら知識を獲得するための能力の養成に重点をおくべきで，そのことによってカリ

キュラムの差異を補完することが，高等教育の特色をより効果的に発揮する道であると考える。

「審議の概要」１１頁の③において，国の財政的援助の必要性が述べられていることはまことに適

切である。とくに，８頁｢(3)学習効果を高める工夫」において言及されているフィールドワークは，

同所に述べられている教員学生の対話の促進，学生のデイベートを含む自学自習意欲の向上に有効

であるが，その実施には教員，学生への旅費支給が必要である。このことはかねてから各方面で要

望されているので，財政的援助で考慮するべき事項として具体的に例示されることを要望する。ま

た，学内において同様に少人数・双方向の教育等を実施するためには，教室等の施設の不足がネッ

クとなっていることを強調させていただきたい。低学年の学生を少人数のグループに分けてセミナ
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一等を実施するときは,同じ時間帯に同時に実施しなければ他のカリキュラムに影響を及ぼすので，

多数のセミナー室等を必要とするからである。

，,盲の③乍吐サバティカルリープに恥言及されているが，その制度化左積極的に推進されること

Ｅ】

11頁の③ではサバティカルリープにも言及されているが，

を希望する。
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Ｆ、

その他

(平成７年11月１日～平成８年１月31日まで）

蕊学長等の異動

○学長の交代

（大学）

宇都宮大学

東京芸術大学

東京水産大学

九州大学

宮崎大学

談愈 （前

津布楽

平山

田中

和田

池田

任）

喜代治

郁夫

昌一

光史

後
志
川
泉
岡
神

く

三
一
秋
一
次

個
浩
喜
千
洋
光

貴
澄
小
杉

/纈顯、

Ｏ委員の委嘱

（委員会）

第１常置委員会

〃

〃

第３常置委員会

第４常置委員会

古
町
田
安
多

賀
田
中
永
淵

達
篤
成

蔵（筑波大学副学長）

彦（埼玉大学教授）

明（京都大学教授）

均（電気通信大学教授）

樹（神戸大学副学長）

F、

繁

F､

第５常置委員会

ＵＭＡＰ小委員会

〃

成田篤彦（東京大学教授）

/録早田

中村光男（千葉大学教授）

○専門委員の交代

（委員会）

第３常置委員会

（前任）

齊藤彬

(後任）

川浩彬夫(東京工業大学教授）小 平(東京工業大学教授）《｜）

Ｏ委員の解嘱

第１常置委員会

〃

第４常置委員会

学術情報特別委員会

沢
松
井
野

下
村
下
藤

隆（埼玉大学教授）

夫（京都大学教授）

史（神戸大学教授）

雄（図書館情報大学副学長）

岐
隆
幸

７日、
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学術情報特別委員会

〃

〃

入試改善特ＢＩ委員会

〃

〃

〃

〃

成允（東京大学教授）

忠夫（〃）

英輔（山梨大学教授）

民雄（筑波大学教授）

定夫（埼玉大学教授）

郁夫（東京大学教授）

茂夫（京都大学教授）

正輝（〃）

開
齊
林
平
市
天
藤
天

原
藤

肉

林
川
野
田
野

③

○専門委員の解嘱

学術情報特別委員会

〃

生涯学習特ＢＩ委員会

〃

〃

教養教育|こ関する特
別委員会

〃

大輔（横浜国立大学教授）

禧提男（東京大学附属図書館事務部長）

恒夫（筑波大学教授）

剛（お茶の水女子大学教授）

正治（広島大学教授）

縄鰄ｈ吉田

近藤

山本

小川

佐を木

石黒満（山形大学教授）

福田泰

小林啓

(千葉大学教授）

(東京大学教授） 肉〃

○臨時委員の解嘱

入試改善特別委員会 松井榮一（元京都教育大学教授）
③

○臨時専門委員の解嘱

学術情報特別委員会井上如（学術情報センター教授）
AR15R9h，

f悪
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F、

国立大学協会の組織

Ｉ
創立：昭和25年７月13日

会員大学：９８国立大学

目的：国立大学相互の緊密な連絡と協力を図り

その振興に寄与することを目的とする。 ’
総会（春秋２回開催。各国立大学の代表者）

理事会（会長・副会長を含む理事21名。各常置委員会委員長）

常務理事会（会長，副会長，各常置委員会委員長）

監事（２名）

常置委員会

第１常置委員会（理念，体制・組織，管理運営）

第２常置委員会（入学者選抜）

第３常置委員会（教養教育，学部専門教育，学生生活）

第４常置委員会（教職員の待遇改善）

第５常置委員会（学術交流）

第６常置委員会（財政）

第７常置委員会（研究，大学院，生涯学習，学術情報）

特別委員会

医学教育に関する特別委員会

教員養成制度特別委員会

特別会計制度協議会（国大協と文部省との協議会）

○
○
○
○
○

､

､
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○銅

○

肉
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肉

編集後記

＊大学審議会等で審議が急ピッチで進んでいますが，国大協でもこれら

種☆の動きに効率的かつ効果的に対応すべく，この度委員会組織の改編

をいたしました。これにより特別委員会の設置期間は２年以内となりま

したが，振り返って見ると，設置改廃の中にその時々の文教のテーマの

焦点が出ているように思われます。今回の改編はその時々の高等教育の

諸課題により弾力的・機動的に対応可能となるようにとの期待が込めら

れています。

＊大学審議会組織運営部会から大学教員の任期制に関する審議の概要が

発表され，各大学におかれても大学教員の任期制についての議論が巻き

起こっていることと拝察しますが，本号に資料として，大学審議会組織

運営部会の大学教員の任期制，また同大学教育部会の高等教育の一層の

改善に対する国大協の意見を掲載いたしました。

＊各大学の協力を得て実施した「外国人留学生の学生生活等に関するア

ンケート」の調査結果に基づき，当協会第３常置委員会と第５常置委員

会が合同で審議し，「留学成果の向上と受入拡大のために｣と題する報告

を取りまとめ，文部省に留学生施策に関する種炎の配慮方を要望いたし

ました。ご参考のため本号に全文を掲載いたしました。（Ｅ）

＊本号の「巻頭エッセー」には，佐々木豊橋技術科学大学長にお願いし

て「第３常置委員会歳事記」をご寄稿いただきました。ご多忙のところ

ご執筆くださった先生のご厚意に対し感謝申し上げます。（Ｔ）

会報発行＝年４回（２月・６月・８月・１１月）
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